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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

01都市計画

01
市民とともに計画的な
まちづくりを進めます。

合計

27,131千円

18,090千円

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

18 19 23 29 30 32 24

46千円 18,044千円 0千円

分野

目標

まちづくり支援事業

都市計画管理事業

事業名

コスト
合計

45,221千円51,653千円

H21

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

施策

【施策評価指標】

２４年度

事業費 公債費

0千円

トレンド

H22

64,566千円 67,242千円 53,304千円

所　管

21,702千円

281,986千円

【事業・コスト一覧】

1

指標値
（地区）

所　管

定義／方向性

評価指標

地区整備計画地区数

合　計

都市計画決定した地区整備計画の地区数／増やす

実績値

都市整備部　まちづくり政策室　都市計画課

住民のまちづくりへの関心の高まりや行政の支援などにより、各地で
住民主体の活動が活発化し、目標をはるかに上回るペースで地区整
備計画が策定された。

都市整備部　まちづくり政策室　都市計画課

都市整備部　まちづくり政策室　都市計画課

H20

職員人件費

5,429千円

10地区

15地区

20地区

25地区

30地区

35地区

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

地区整備計画地区数
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

01都市計画

02
地域の景観を守り育て
ます。

合計

9,102千円

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

83.6 80.5 79.1 80.6 80.3 80.2 85.0

都市景観形成事業

事業名
職員人件費 公債費

9,703千円

【事業・コスト一覧】

事業費

9,428千円

80千円

46,858千円

都市整備部　まちづくり政策室　都市計画課

景観に対する観念は人により大きく異なるものであるが、概ね80％以
上の高い関心値を確保している。今後も高い値が続くように事業を推
進していく。

1

分野

目標

施策
コスト
合計

H20 H21

9,377千円 9,102千円9,248千円

２４年度

所　管

指標値
（％）

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

評価指標

川西の景観に関心がある市民
の割合

市民実感調査より／高める

実績値

H22

9,022千円 0千円

トレンド

【施策評価指標】

定義／方向性

合　計

都市整備部　まちづくり政策室　都市計画課

所　管

75%

80%

85%

90%

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

川西の景観に関心がある市民の割合
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

02市街地整備

01
良好な都市環境を整備
します。

合計

27,731千円

27,191千円

28,286千円

105,117千円

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

68.2 68.4 71.6 71.9 73.4 74.2 75.0

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

75.0 75.0 75.0 81.0 81.0 81.0 88.0

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

2

所　管

指標値
（％）

定義／方向性

民間住宅の耐震化率

所　管

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

評価指標

地籍調査事業

評価指標

都市整備部　まちづくり政策室　都市・交通政策課

コスト
合計

199,957千円

２４年度

事業費

0千円

定義／方向性

実績値

分野

施策

目標

1

【施策評価指標】

今住んでいる住宅や周りの環境
に満足している市民の割合

指標値
（％）

トレンド

0千円

トレンド

23,919千円 81,198千円 0千円

10,242千円 18,044千円

計画期間を通して実績値は上昇し続け、目標値は達成できなかった
が市民満足度が高まった。今後さらに施策を展開し、上昇を図っていく
必要がある。

市民実感調査より／高める

1,118,905千円

建築指導事業

事業名

665千円 27,066千円 0千円

125千円 27,066千円住宅・宅地調整事業

開発行為審査事業

所　管
職員人件費 公債費

H20 H21 H22

255,278千円 249,998千円 225,347千円

【事業・コスト一覧】

188,325千円

実績値

都市整備部　まちづくり指導室

　平成２７年度耐震化率９７％を達成目標として、耐震改修促進事業を
実施している。後期基本計画を終えての耐震化率は８１％で目標達成
のため市民に対する意識啓発をさらに進めていく。

市内民間住宅のうち耐震化している割合／高める

合　計

都市整備部　まちづくり指導室

都市整備部　まちづくり政策室　都市計画課

都市整備部　まちづくり指導室

都市整備部　まちづくり指導室

65%

70%

75%

80%

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

今住んでいる住宅や周りの環境に

満足している市民の割合

70%

75%

80%

85%

90%

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

民間住宅の耐震化率
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

02市街地整備

02
市街地の整備を進めま
す。

合計

1,046,613千円

201,937千円

87,359千円

5千円

136,112千円

0千円

123,432千円

18,044千円 65,583千円

2,245,204千円

再開発総務管理事業

12,680千円 0千円空港周辺地域整備事業

土地区画整理事業 5千円

分野

施策

目標

事業名

コスト
合計

【事業・コスト一覧】

合　計

9,153,662千円

所　管

1,472,026千円

中央北地区整備事業

２４年度

事業費 職員人件費 公債費

189,257千円 12,680千円 0千円

中央北地区推進事業

H20 H21 H22

2,932,182千円 1,183,814千円 1,320,436千円

中央北整備部　中央北推進室　地区推進課

都市整備部　まちづくり政策室　空港対策課

都市整備部　まちづくり政策室　都市・交通政策課

都市整備部　まちづくり政策室　都市・交通政策課

中央北整備部　中央北推進室　地区整備課

3,732千円

1,009,391千円 36,088千円 1,134千円

0千円
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

02市街地整備

03
公的住宅を適正・効率
的に管理します。

合計

18,657千円

151,079千円

535,249千円

分野

施策

目標

コスト
合計

市営住宅維持管理事業

住宅供給促進事業

都市住宅総務管理事業

9,022千円 0千円

86,724千円 30,724千円 417,801千円

142,057千円

613千円 18,044千円

【事業・コスト一覧】

事業名

750,731千円

0千円

２４年度

事業費 公債費職員人件費

H20 H21 H22

866,416千円 963,736千円 793,155千円

都市整備部　まちづくり政策室　都市・交通政策課

都市整備部　まちづくり政策室　都市・交通政策課

都市整備部　まちづくり政策室　都市・交通政策課

所　管

4,079,023千円

合　計

704,985千円
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

03交通体系

01
道路の安全性や機能性
を高めます。

合計

921千円

60,755千円

12,109千円

77,587千円

1,623,615千円

1,682千円

36,477千円

315千円

881,676千円

1,334千円

35,741千円

74,780千円

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

52.8 60.8 57.1 60.5 55.6 61.4 55.0

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

60.3 59.8 60.7 62.6 62.9 65.3 62.0

20,648千円 54,132千円 0千円

トレンド

1,334千円 0千円 0千円

6,267千円 9,022千円 20,452千円

市民実感調査より／高める

今後も安心して通行できると感じている市民を増やしていけるよう努め
ていく。

3,087千円 9,022千円 0千円

921千円 0千円 0千円

51,733千円 9,022千円 0千円

0千円

0千円

241,223千円 63,154千円

27,455千円 9,022千円

1,319,238千円

0千円

0千円

歩道整備事業

2

1

【施策評価指標】

21,702千円

0千円

0千円

56,084千円

1,682千円私道舗装助成事業

道路・水路維持補修事業

狭あい道路整備事業

側溝新設事業

定義／方向性

幹線道路で円滑な交通が確保
されていると感じている市民の
割合

生活道路が安心して通行できる
と感じている市民の割合

指標値
（％）

トレンド

職員人件費

道路改良事業

公債費

21,503千円

315千円 0千円

859,974千円

事業名

道路管理事業

2,806,992千円2,196,530千円

【事業・コスト一覧】

違法駐車等対策事業

コスト
合計

施策

目標

13,119,580千円

所　管

指標値
（％）

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

市道化対策事業

評価指標

橋りょう維持補修事業

新名神周辺対策事業

定義／方向性

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

所　管

評価指標

分野

放置自転車対策事業

H21 H22

2,914,217千円 2,851,782千円 2,350,059千円

H20

２４年度

事業費

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

都市整備部　まちづくり推進室　道路整備課

実績値

実績値

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

今後も安心して通行できると感じている市民を増やしていけるよう努め
ていく。

市民実感調査より／高める

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

合　計

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

都市整備部　まちづくり推進室　道路整備課

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

都市整備部　まちづくり推進室　道路整備課

都市整備部　まちづくり推進室　道路整備課

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

所　管

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

40%

45%

50%

55%

60%

65%

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

生活道路が安心して通行できると

感じている市民の割合

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

幹線道路で円滑な交通が確保されて

いると感じている市民の割合
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施策別　行政サービス成果表

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

39.1 31.2 34.0 32.1 31.3 32.3 35.0

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

951 751 707 719 695 795 600

トレンド

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

道路交通法の改正に伴い、本市においても、平成１９年10月から駐車
監視員の活動が開始され、駐車意識を変え、違法駐車の抑制効果が
上がっている。

トレンド

3

所　管

定義／方向性

4

指標値
（台）

定義／方向性

所　管

放置自転車・バイク台数 後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

評価指標

指標値
（台）

瞬間違法駐車台数 後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

評価指標

実績値

実績値

違法駐車等防止重点区域での1日3回計測の平均／減らす

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

放置自転車等の防止に関し、早朝指導・街頭指導及び啓発を実施し、
放置自転車等の減少に向け関係機関や地域団体の協力をいただき、
今後とも撤去を含め根強く継続していく。

駅周辺放置自転車台数実態調査における台数／減らす

30台

40台

50台

60台

70台

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

瞬間違法駐車台数

500台

1,000台

1,500台

2,000台

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

放置自転車・バイク台数
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

03交通体系

02交通事故を減らします。

合計

19,971千円

188,749千円

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

5,2215,0545,3295,2574,9345,051 5,200

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

1,167 9791,019 984 894 927 1,100

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

343 267 316 299 270 303 285

指標値
（件）

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

所　管

定義／方向性

トレンド評価指標

定義／方向性

歩行者や自転車の交通事故件
数

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

評価指標

2
交通事故発生件数のうち、人身
事故発生件数

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

所　管

256千円

評価指標

交通安全施設整備事業

交通安全啓発事業

公債費

トレンド

トレンド

【施策評価指標】

指標値
（件）

3

交通事故発生件数

定義／方向性

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

9,022千円

川西警察署管内の人身事故発生件数（暦年）／減らす

実績値

0千円

指標値
（件）

コスト
合計

川西警察署管内の交通事故発生件数（暦年）／減らす

193,701千円

　交通事故は、事故当事者の交通行動及び道路環境など様々な要因
により起こるものであるため、警察等の関係団体と連携を行いながら
事故の発生件数の減少に努めた成果により、事故発生件数が減少し
た。

所　管

事業名

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

【事業・コスト一覧】

10,949千円

２４年度

分野

施策

目標

H20

1

H22

190,579千円 199,682千円 198,997千円

36,088千円

合　計

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

所　管

208,720千円 991,679千円

H21

職員人件費

都市整備部　まちづくり推進室　道路管理課

　歩行者や自転車の関係する事故件数は、事故当事者の交通行動及
び道路環境など様々な要因により起こるものであるため、警察等の関
係団体と連携を行いながら事故の発生件数の減少に努めた。

川西警察署管内の歩行者･自転車事故発生件数（暦年）／減らす

実績値

実績値

　人身事故は、事故当事者の交通行動及び道路環境など様々な要因
により起こるものであるため、警察等の関係団体と連携を行いながら
事故の発生件数の減少に努めた。

152,405千円

事業費

4,500件

5,000件

5,500件

6,000件

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

交通事故発生件数

800件

900件

1,000件

1,100件

1,200件

1,300件

1,400件

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

交通事故発生件数のうち、

人身事故発生件数

200件

250件

300件

350件

400件

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

歩行者や自転車の交通事故件数

-320-



施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

03交通体系

03
公共交通機関の利便性
を高めます。

合計

23,795千円

958千円

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

52.2 51.1 52.3 49.8 50.9 51.9 60.0

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

トレンド

定義／方向性

評価指標

14,773千円 0千円

0千円

9,022千円

958千円 0千円ノンステップバス導入支援事業

分野

目標

35,618千円

【施策評価指標】

施策

24,753千円

H20 H21

職員人件費 公債費

25,539千円

H22

35,666千円
コスト
合計

【事業・コスト一覧】

1

事業名

主に鉄道やバスなどの公共交
通機関を利用している市民の割
合

路線バス運行支援事業

所　管

指標値
（％）

２４年度

事業費
所　管

146,459千円

合　計

都市整備部　まちづくり政策室　都市・交通政策課

　車への依存が依然として高い中、指標を高めることは難しい。
しかし、子供のころから公共交通に慣れ親しんで重要さを知ってもら
い、公共交通を利用している市民の割合を高めるように住民や事業者
と協働して努めていく。

市民実感調査より／高める

実績値

都市整備部　まちづくり政策室　都市・交通政策課

都市整備部　まちづくり政策室　都市・交通政策課

24,883千円

45%

50%

55%

60%

65%

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

主に鉄道やバスなどの公共交通機関を

利用している市民の割合
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

04消防・防災

01
地域の防災力を高めま
す。

合計

3,102千円

12,238千円

1,097千円

790千円

400千円

82,079千円

84,825千円

840千円

7,202千円

8,289千円
（注）災害援護資金償還事業費については、公債費として災害援護資金管理事業に計上していることから、コスト合計には含めないものとする。

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

31.8 34.0 32.8 36.1 37.2 42.2 30.0

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

3.3 2.6 2.7 2.5 2.4 2.9 2.1

災害援護資金償還事業

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

消防団施設整備事業 840千円 消防本部　総務課

【施策評価指標】

道路等災害復旧事業

所　管

評価指標

9,022千円 15,778千円

健康福祉部　福祉推進室　福祉政策課

0千円0千円

消防本部　総務課

トレンド

都市整備部　まちづくり推進室　道路整備課

0千円

定義／方向性

所　管

指標値
（件）

評価指標

1

2 出火率

地震や火災などの災害に対す
る備えができている市民の割合

指標値
（％）

定義／方向性

コスト
合計

400千円 0千円 0千円

881千円

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

81,198千円 0千円

消防団活動推進事業

火災予防事業

191,836千円187,744千円 226,970千円 1,015,421千円

分野

施策

目標

H22H20 H21

3,102千円 0千円 0千円

２４年度

事業費 職員人件費 公債費

3,658千円 8,289千円

1,097千円

291千円

790千円

0千円 0千円

0千円 0千円

中小企業者災害復興支援事業

事業名

自主防災組織支援事業

労働者災害復興支援事業

災害救助事業

災害援護資金管理事業

合　計

市民生活部　生活活性室　産業振興課

市民生活部　生活活性室　産業振興課

健康福祉部　福祉推進室　福祉政策課

健康福祉部　福祉推進室　福祉政策課

総務部　危機管理室

所　管

【事業・コスト一覧】

192,573千円216,298千円

0千円

トレンド

8,289千円

消防本部　予防課

0千円 0千円

60,025千円

7,202千円

消防本部　予防課

　出火率は指標値が示すように,この５年間減少傾向を示している。こ
れは、この間、住宅用火災警報器が設置義務化となり、設置の促進に
向けた防火広報を重点的に行ったこと。さらには、住宅用火災警報器
の設置した住宅からの出火は、早期発見で「火災に至らない」事例が
確認されている。などにより、今後も出火率は概ね減少することが推
測できる。今後は、住宅防火教室や一人暮らし高齢者宅の防火訪問
や住宅用火災警報器の点検・維持管理の防火指導が有効と考えられ
る。

人口1万人あたりの出火件数／減らす

実績値

実績値

総務部　危機管理室

　防災に関する市の啓発活動や、地域での自主防災組織が行う訓練
の成果により、地震や火災などの災害に対する備えができている市民
の割合は１９年度から10.4％増加し、市民の防災に関する意識は年々
高まってきている。
　今後も、さらなる啓発活動や防災訓練を行い、市民の防災に関する
意識の向上を図る必要がある。

市民実感調査より／高める

15%

20%

25%

30%

35%

40%

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

地震や火災などの災害に対する備えが

できている市民の割合

2.0件

2.5件

3.0件

3.5件

4.0件

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

出火率
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

04消防・防災

02
行政の防災力を高めま
す。

合計

17千円

92,057千円

1,369,856千円

358,338千円

23,451千円

21,195千円

26,386千円

49,213千円

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

5.1 5.0 5.3 6.5 5.4 5.2 4.5

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

5.5 5.3 5.4 5.5 5.8 5.7 5.0

総務部　危機管理室

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

所　管

指標値
（分）

36,088千円

17千円 0千円 0千円

トレンド

事業費

【施策評価指標】

23,451千円 0千円 0千円

トレンド

消防施設整備事業

水防事業

13,125千円

1,458,821千円

448,732千円

72,176千円 0千円

808,568千円

【事業・コスト一覧】

国民保護事業

職員人件費 公債費

２４年度

消防施設維持管理事業

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

指標値
（分）

定義／方向性

評価指標

9,022千円 8,930千円

消防総務管理事業

事業名

施策

目標

災害対策事業

消防本部　消防課

0千円

112,556千円

8,434千円

19,881千円

救急現場への平均到着所要時
間

火災現場への平均到着所要時
間

2

1

定義／方向性

所　管

評価指標

13,391千円 342,836千円 2,111千円

9,590千円 9,022千円 2,583千円

H22

1,543,632千円 1,589,630千円 1,809,413千円

救急活動事業

消防活動事業

分野

コスト
合計

H20 H21

8,342,009千円

合　計

消防本部　消防課

消防本部　消防課

消防本部　総務課

総務部　危機管理室

所　管

1,940,513千円

消防本部　総務課

消防本部　消防課

　過去５年間を振り返ると、特異な年（Ｈ２２年）を除いては、同様の実
績値であると評価するが、目標値には至っていない。
　消防は、火災を予防、警戒及び鎮圧することが目的であり、火災発
生に至る前に未然防御すること、火災が発生したならばいかに被害を
軽減し、早期に沈静化させるかということが重要な任務である。
　そのためには、指令員による指令業務の検証や現場要員による出
動訓練等の取り組みを今後も継続し、相互の連携によって現場到着
所要時間の短縮を図ることが必要である。

覚知から先着隊が現場到着するまでに要した時間／短縮する

消防本部　消防課

　過去５年間の実績値は短縮しておらず、目標値にも至っていない。
　ただ、救急需要については、依然として増加の一途をたどっている現
状から、重複する事案発生等を理由に、直近救急隊以外の出動も増
え、数値上昇要因の一つであると思慮し、決して数値のみの評価に止
めてはいけない。
　従って、指令員による指令業務の検証や救急隊員の準備体制等を
強化し継続していく一方で、救急車の適正利用について市民に理解を
求め、相互理解の上で現場到着所要時間の短縮を図る必要がある。

実績値

覚知から現場到着するまでに要した時間／短縮する

実績値

総務部　危機管理室

4.0分

4.5分

5.0分

5.5分

6.0分

6.5分

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

火災現場への平均到着所要時間

4.0分

4.5分

5.0分

5.5分

6.0分

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

救急現場への平均到着所要時間
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

04消防・防災

03
まちの防災力を高めま
す。

合計

17,300千円急傾斜地対策事業

事業名

分野

施策

目標

コスト
合計

【事業・コスト一覧】

17,300千円35,000千円

２４年度

事業費 職員人件費

17,300千円 0千円 0千円

公債費

77,410千円

合　計

都市整備部　まちづくり推進室　道路整備課

所　管

H20 H21 H22

14,000千円 2,110千円 9,000千円
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

05生活安全

01
消費者のトラブルを防
ぎます。

合計

21,050千円

12,398千円

119千円

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

90.7 89.5 91.5 92.7 89.7 90.2 91.0

H22

12,028千円 9,022千円 0千円

事業費

37,137千円

２４年度

分野

施策

目標

コスト
合計

H20 H21

【施策評価指標】

1

33,567千円35,215千円

【事業・コスト一覧】

事業名
職員人件費 公債費

30,310千円 31,658千円

消費者啓発事業

消費生活相談事業

9,022千円 0千円

119千円 0千円 0千円

定義／方向性

トレンド評価指標

計量・表示適正化推進事業

消費者トラブルに遭わない心構
えができていると感じている市
民の割合

指標値
（％）

所　管

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

市民実感調査より／高める

実績値

市民生活部　生活活性室　生活相談課

　近年、消費者トラブルの内容が複雑化、高度化するとともに、高齢者
の被害が増加傾向にあるため、各世代の被害実情に応じた効果的な
啓発活動を進めていく。

167,887千円

合　計

市民生活部　生活活性室　生活相談課

市民生活部　生活活性室　生活相談課

市民生活部　生活活性室　生活相談課

所　管

3,376千円

84%

86%

88%

90%

92%

94%

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

消費者トラブルに遭わない心構えが

できていると感じている市民の割合
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施策別　行政サービス成果表

04快適安全 H23 H24

05生活安全

02犯罪を減らします。

合計

15,244千円

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H24

2,0271,9451,9941,7121,8671,641 1,550

15,244千円16,951千円

【事業・コスト一覧】

6,222千円 9,022千円 0千円

職員人件費 公債費
事業名

84,548千円

後期基本計
画期間を終
えての総括
（記載者担
当部長）

犯罪発生件数

トレンド

分野

施策

目標

コスト
合計

評価指標

生活安全事業

17,658千円 17,455千円 17,240千円

２４年度

事業費

所　管

【施策評価指標】

指標値
（件）

定義／方向性

1

合　計

市民生活部　生活活性室　生活相談課

所　管

市民生活部　生活活性室　生活相談課

　兵庫県においては、１０年連続で発生件数が減少しており、川西警
察署管内も減少傾向にある。今後とも、地域や関係団体と連携を図り
ながら、市民一人ひとりの防犯意識を高め、犯罪の減少をめざす。

川西警察署管内の犯罪発生件数（暦年）／減らす

実績値

H20 H21 H22

1,400件

1,900件

2,400件

2,900件

3,400件

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

犯罪発生件数
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

職員人件費 21,702 27,504 0

特定財源（都市計画税） 0

課長　　萩倉　直

将来のまちづくりを進めるため、秩序ある都市計画区域の整備を図る

内
　
訳

事業費 5,429 4,913 516 683 △ 21

財源

所管部・課 都市整備部  都市計画課 作成者

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

施策目標 ０１　市民とともに計画的なまちづくりを進めます。

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０１　都市計画

一般財源 26,017 31,257 △ 5,240総 事 業 費 27,131 32,417 △ 5,286

職員数（人） 2

事業別行政サービス成果表

事業名 都市計画管理事業 決算書頁 334

２４年度 ２３年度 比較

公債費 0

△ 5,802 地方債

3 △ 1 特定財源（その他）

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

1 1

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市街化区域及び市街化調整区域

参考
452 477 △ 25

再任用職員数（人）

国県支出金 662

５３．４４ｋ㎡

（３）概要

<細事業１> 都市計画管理事業 細事業事業費 5,429

　都市計画法に基づき都市計画決定や変更の手続きを適切な判断のもと実施するとともに、市民・事業者等に対しては、

土地利用規制遵守のための情報提供や知識普及を行うなど、都市計画業務を適切に遂行する。そのほか、都市計画審議

会の運営、都市計画に関する諸事務・調査の円滑かつ効果的な処理などを行う。
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５．事業の成果

１．都市計画審議会関連業務

２．都市計画マスタープラン改定業務

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

　都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、本市が定める都市計画に関することや、

本市が提出する都市計画に関する事項について調査審議させるため設置している。

　平成24年度は、都市計画審議会を５回開催し、用途地域、都市計画道路、都市計画公園、生産緑地地区、地

区計画等の都市計画の変更、及び、都市計画マスタープラン策定について審議した。

　都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2の規定に基づく法定計画である。平成９年に策定した都

市計画マスタープランを平成23年度と平成24年度の２か年で改定した。改定に際しては、第５次総合計画（基

本構想）をはじめとする上位計画に即して定め、市が目指す都市計画の方向性を示すことができた。今後、市

が決定する個別具体の都市計画は、都市計画マスタープランの方針に即して進めていく。

当該年度は、都市計画決定案件も多くあったが、計画どおり適
切な時期に決定することができた。また、都市計画マスタープラン
の改定業務は、第５次総合計画（基本構想）の進捗に合わせなが
ら円滑に作業を完了させることができた。今後、都市計画マスター
プランの方針を基本に、市が行う様々な都市計画との相互の整合
を図っていく。

新しい都市計画マスタープランの方針を踏まえて、今後も都市
計画の適切な遂行に努める。また併せて、住民や事業者に対して
は、都市計画の方向性を共有するため、情報提供や知識普及に
努めていく。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

-328-



１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

　・住民主体による住み良いまちづくりを推進するため、川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例やまちづくり支援

事業に基づき、アドバイザー派遣、コンサルタント派遣及び活動助成などを実施している。

　・地区計画地元案の策定を目指すまちづくり協議会に対して、住民主体のまちづくり活動を活発化させるため、職員によ

る人的支援（進め方の助言や他の活動事例紹介など）を実施するなど、本事業の推進に努めている。

　また、地区計画の区域内で建築を行う者に対し、地区計画の届け出を課し、地区計画の規制を遵守するよう指導してい

る。

<細事業１> まちづくり支援事業 細事業事業費 46

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 地区計画等を行おうとする地域住民及び開発団地等

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 約６５，０００人（２５，０００戸）、開発団地面積　約１０ｋ㎡

（３）概要

0

再任用職員数（人） 0

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 2 2 0 特定財源（その他）

一般財源 18,090

△ 300

職員人件費 18,044 18,336 △ 292 地方債

総 事 業 費 18,090 19,236 △ 1,146 18,936 △ 846

内
　
訳

事業費 46 900 △ 854 国県支出金 300

住民主体のまちづくりに向けた支援を行い、市民とともに計画的なまちづくりを推進する

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０１　都市計画

事業別行政サービス成果表

事業名 まちづくり支援事業 決算書頁 338

施策目標 ０１　市民とともに計画的なまちづくりを進めます。

所管部・課 都市整備部  都市計画課 作成者 課長　　萩倉　直
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５．事業の成果

１．まちづくり活動及び地区計画決定状況等

※変更を含む

★ 平成24年度末地区計画数累計 　 地　区　数　　　　　　　　２４地区

地区整備計画決定数　３２地区

２．まちづくり活動実施地域及び回数

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

1 1 0 4

19 19

鴬　台 0 0 0 0 8

その他 1

合　計 110 105 30

0 0

湯山台 0 0 3 18 2

高見台 0 1 4

0 0

摂　代 4 2 0 0 0

東畦野山手 3 17 0

0 2

けやき坂 5 21 12 1 0

緑台緑地 10 5 2

0 0

大和団地 15 9 0 0 3

日　生 0 10 0

0 0

満願寺町 16 16 8 0 0

黒　川 30 7 0

0 0

まちづくり講座 4 0 0 0 0

清　和　台 22 16 0

（単位：回）

地　　　域 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

1 2

地区計画の届出数 90 102 110 164 212

地区計画の決定数 1 4 6

24年度

まちづくり活動（合計） 110 105 30 19 19

20年度 21年度 22年度 23年度

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

（単位：件）

項　　　目

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

住民主体の活動は、単に金銭的な支援だけではなく、活動現場
で職員が側面的にサポートすることによって効果が高まる。しか
し、活動によっては休日や夜間に行われることもあるため、限られ
た職員数の中で最大限の効果が発揮できるよう支援のあり方を
検討していく。

まちづくり支援事業は制度創設後、約８年が経過し、住民主体
の活動は活発化し、職員の技術や経験も向上した。その成果は、
地区整備計画数の急増という形で実を結んだ。今後も、まちづくり
への市民、事業者等の参画を推進するため、地区計画等の地域
主体の活動を支援していく。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０１　都市計画

事業別行政サービス成果表

事業名 都市景観形成事業 決算書頁 334

施策目標 ０２　地域の景観を守り育てます。

所管部・課 都市整備部  都市計画課 作成者 課長　　萩倉　直

市民の目線に立った景観施策を展開するとともに、美しい街並みを保全・育成するため大規模建築物等の景観誘導を行う

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

一般財源 9,102

0

職員人件費 9,022 9,168 △ 146 地方債

総 事 業 費 9,102 9,248 △ 146 9,248 △ 146

内
　
訳

事業費 80 80 0 国県支出金

0

再任用職員数（人） 0

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 1 1 0 特定財源（その他）

（３）概要

　①　　魅力ある都市景観の形成、景観阻害の防止、市民が愛着を持って暮らせるまちづくりを目指して、大規模

　　　建築物等を建築する者に対して、川西市都市景観形成条例に基づく指導や助言を行っている。

 

　②　　市民の目線に立った景観施策を展開するため、「ホッとする」「身近な」「お気に入り」と思う場所や建物の写真や

　　　　資料など展示するとともに、ホームページにも掲載するなど、広く市民に景観に関する情報を発信している。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） ５３．４４ｋ㎡

<細事業１> 都市景観形成事業 細事業事業費 80

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市街化区域及び市街化調整区域
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５．事業の成果

１．都市景観形成条例の届出状況

２． ふるさと川西景観展の開催

生活景はがき絵、地域の歴史的なまちなみの写真、子ども用景観啓発資料などを展示することで、

市民の景観意識を啓発し、景観資源への認識を高めた。

３． 生活景はがき絵募集

市民の景観への感性や印象を絵画に託して、他の市民と共有し、次世代へと守り伝えていくため、

生活景観のはがき絵を募集した。市民からの応募作品は、25年度の景観展で展示する。

４． 景観フォーラムの開催

「わがまちの緑･景観と私たち」をテーマとして、自然景観、里山や農地、並木道、住宅地の庭や生垣・

植栽などの身近な生活景に着目して、自分たちが暮らすまちの景観を自らの手でじっくり守り育てていく

景観まちづくりに取り組めるよう、基調講演のほか、会場の参加者間の意見交換などを行った。

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

24年度

景観条例届出件数 19 17 22 24 24

20年度 21年度 22年度 23年度

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

（単位：件）

項　　目

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

「市民の目線に立った景観施策」は、平成18年度の「わがまち再
発見！」写真展から始まり、景観展、景観フォーラムなど、形を変
えながら着実に実施できている。景観まちづくりへの意識醸成は、
継続的に行うことにより効果が得られるものであることから、今後
も継続的かつ効果的な方法により、意識醸成を行い、景観まちづ
くりを促す施策を実施していくことが課題となる。

地域景観は、市民の暮らしに密接なものであり、市民の協力なく
しては向上しない。今後も市民参画の企画を取り入れながら景観
施策を推進していく。これまでに収集した市民目線の景観資源
は、景観まちづくりへの意識醸成の際に活用しつつ、翌年度以降
の景観計画の策定の際にも活用していきたい。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

・都市計画法による開発行為の許可（開発許可、変更許可、建築許可等）

　市街化区域内で行われる５００㎡以上の土地における造成行為に対して、都市計画法に基づき開発行為の許可が必要

なものについては、法律に定められた基準への適合等について審査し、許可を行うとともに検査を実施し、申請内容との

整合性を確認のうえ工事完了公告を行う。

　なお、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則建築物の建築ができない。市街化調整区域における開

発行為については、法律に規定する例外要件に該当するかを審査し、適合するものは許可する。

・宅地造成等規制法による宅地造成に関する工事の許可（宅造許可、変更許可）

　宅地造成工事規制区域で行う行為のうち、宅地造成等規制法に基づく許可が必要なものについては審査のうえ、許可

及び検査を行うことで宅地の安全性を確保する。

・建築基準法第４２条第１項第５号に基づく道路の位置の指定

　建築物を建てる敷地が道路に２ｍ以上接していない場合、基準に適合した道を築造し、道路の位置の指定を受けようと

する者に対し指定に必要な審査及び検査を行う。

　上記のほか違反に対する是正指導や開発許可等の事務の迅速化及び適正化に努めるとともに、兵庫県との協議会や

基準改正検討会等に参加し、法律の審査基準の問題点の整理を行っている。

（３）概要

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

再任用職員数（人）

職員数（人） 3

<細事業１> 開発行為審査事業 細事業事業費 665

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 宅地開発事業者等

参考
4,680

0

0

3 0 特定財源（その他） 2,994 1,686

特定財源（都市計画税）

521

0地方債

国県支出金 2,051 1,530

職員人件費 27,066 27,504 △ 438

△ 2,664

内
　
訳

事業費 665 684 △ 19

公債費 0

２４年度 ２３年度 比較

総 事 業 費 27,731 28,188 △ 457一般財源 21,000 23,664

主幹　岩井　俊明

開発許可制度により無秩序な市街化を抑制し、良好な水準の市街地の形成を図る

事業別行政サービス成果表

事業名 開発行為審査事業 決算書頁 336

施策目標 ０１　良好な都市環境を整備します。

比較 財源

所管部・課 都市整備部　まちづくり指導室 作成者

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０２　市街地整備

事業コスト ２４年度 ２３年度
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５．事業の成果

開発許可及び宅造許可　（実績件数）

（件）

　　　項　　 　目 　 ２０年度 　 ２１年度 　 ２２年度 　 ２３年度 　 ２４年度

　開発許可 　16 　 8 　18 　14 　26

　開発許可（変更） 　17 　 5 　17 　15 　20

　宅造許可 　 8 　 4 　12 　 9 　 6

　宅造許可（変更） 　 0 　 2 　 0 　 6 　 0

建築基準法第４２条第１項第５号に基づく道路の位置の指定　（実績件数）

（件）

　　　項　　 　目 　 ２０年度 　 ２１年度 　 ２２年度 　 ２３年度 　 ２４年度

道路の位置の指定 　 6 　 5 　 4 　 3 　 5

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

自己評価

評価者
担当部長

A
違反建築物に対する是正指導等については、県及び近隣市と調整しながら検討する必要が
ある。

開発行為に関して一定の水準を確保するとともに、開発行為指
導要綱に基づき、地域の実情にあった環境の創造に向けて事業
者に協力を求めて事業を推進した。
市民のニーズの多様化や環境に対する意識の変化による開発
行為に関する要望等に対し、柔軟に対応しなければならない。

都市計画法等関係法令に基づき、地域の状況や社会経済情勢
の変化も踏まえた柔軟な対応を図り、事務の適正化・迅速化を進
める。
また、地震時に活動崩落の危険がある大規模盛土造成地に係
る調査を実施する。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

　都市計画法を始めとする法令等は、一定の住環境を確保するための最低基準であり、市民のニーズに沿った優れた住

環境を確保するためには、法令を補完するために制定した開発行為等指導要綱に基づいて地域と調和しない開発行為

を防止するとともに、開発行為の適正な指導及び誘導に努めている。

　また、近隣各市との協議会に参加し、各市との情報交換に努め連携を図りながら事務を行っている。

比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０２　市街地整備

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源

27,191

事業別行政サービス成果表

事業名 住宅・宅地調整事業 決算書頁 336

施策目標 ０１　良好な都市環境を整備します。

２４年度 ２３年度

27,191 36,821 △ 9,630 一般財源

0

0職員人件費

国県支出金

0

所管部・課 都市整備部　まちづくり指導室 作成者 主幹　岩井　俊明

開発行為等指導要綱に基づいて適正な指導を行い、良好な都市環境の形成を図る

36,821 △ 9,630

内
　
訳

地方債

総 事 業 費

特定財源（都市計画税）

事業費 125 149 △ 24

公債費

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

27,066 36,672 △ 9,606

0

参考
0

再任用職員数（人）

職員数（人） 3

住宅・宅地調整事業 細事業事業費 125

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 宅地開発事業者

4 △ 1 特定財源（その他）

0

（３）概要

<細事業１>
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５．事業の成果

開発行為等指導要綱による協議件数

（件）

　　　項　　 　目 　 ２０年度 　 ２１年度 　 ２２年度 　 ２３年度 　 ２４年度

　80 　60 　75 　75   82

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

都市計画法等関係法令を補完、上乗せした開発行為等指導要
綱に基づき、地域の実情にあった環境の創造に向けて、事業者に
協力を求めて業務を推進した。一方、昨今の経済不況により事業
者の協議に対する意識の変化により、協力を求めていくうえでも
協議期間の短縮等開発者の負担を軽減することが課題となって
いる。

市民のニーズの多様化や環境に対する意識の変化による開発
行為に関する要望等に対し柔軟に対応する。

要綱協議に要する期間の短縮を図るため、庁内各課協議にお
いて必要に応じて相談書の段階で情報の共有化を図り、事業計
画の変更による手戻り作業を最小限にする。また、事業者に対し
ては地元調整を積極的に行うよう指導・啓発を行う。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

事前協議件数

要綱協議に要する期間の短縮を図るため、地元調整を積極的に行うよう事業者及び代理者
に対して指導・啓発していく必要がある。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

２４年度 ２３年度 比較

20,464 20820,672

２４年度 ２３年度 比較 財源

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０２　市街地整備

事業別行政サービス成果表

事業名 地籍調査事業 決算書頁 338

28,286 26,563 1,723 一般財源

0

施策目標 ０１　良好な都市環境を整備します。

所管部・課 都市整備部　都市計画課 作成者 課長　　萩倉　直

個人一筆ごとの土地境界を確認し、現地復元性のある地図を作成する

事業コスト

総 事 業 費

国県支出金 7,614 6,0992,015 1,515

職員人件費 18,044 18,336 △ 292 地方債 0
内
　
訳

事業費 10,242 8,227

特定財源（その他）

公債費 0 特定財源（都市計画税）

参考
職員数（人） 2 2 0

再任用職員数（人） 0

0

　地籍調査事業は、一筆ごとの土地について、地番、地目、所有者、境界を調査して境界の位置と面積を測量し、地図（地

籍図）と簿冊（地籍簿）を作成する事業である。

　調査は地区内の全ての土地を対象に行われ、土地所有者の現地立ち会いにより筆界を確認する。そして、調査結果によ

り、成果（地籍簿、地籍図）が作成され、県や国の検査、事務手続きを経て、各土地の筆界点には現地復元が可能となる

座標値が付与され、土地に関する基礎データとして利活用される。

　本市における地籍調査対象面積は５０．８４㎢（市域面積より河川敷を差し引いた面積）で、兵庫県からの要請により人口

集中地区（DID地区）から優先的に調査を行っている。

<細事業１> 地籍調査事業 細事業事業費 10,242

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市内人口集中地区（ＤＩＤ地区）・その他地区

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） １８．７k㎡・その他地区面積

（３）概要
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５．事業の成果

１．地籍調査業務

平成１８年度　：　中央町・小花１丁目・小花２丁目の３地域を対象として着手し、基準点（地籍図根点)を設置した。

平成１９年度　： 中央町地域の地権者調査を実施し、調査票・調査図素図を作成した。

平成２０年度　： 中央町地域で土地所有者の立会いのもと、境界の確認作業（一筆地調査）を実施した。

小花１・２丁目地域の地権者調査を実施し、調査票・調査図素図を作成した。

平成２１年度　： 中央町地域の地籍細部測量（境界ポイントの測量）を実施した。

小花１・２丁目地域で土地所有者の立会いのもと、境界の確認作業（一筆地調査）を実施した。

平成２２年度　： 中央町地域で地籍図原図の作成及び一筆毎の面積を計算した。

小花１・２丁目地域で地籍細部測量（境界ポイントの測量）と同測量に基づき地籍図原図を作成した。

錦松台地域の地権者調査を実施し、調査票・調査図素図を作成した。

平成２３年度　： 中央町地域の地籍図、地籍簿の作成及び閲覧を実施した。

小花１・２丁目地域で地籍図原図の作成及び一筆毎の面積を計算した。

錦松台地域で土地所有者の立会いのもと、境界の確認作業（一筆地調査）を実施した。

平成２４年度　： 小花地区の地籍図、地籍簿の作成および閲覧を実施した。

錦松台地域の地籍細部測量（境界ポイントの測量）を実施した。

～ 地籍調査が果たす役割 ～

☆ 土地にかかるトラブルの未然防止 ☆ まちづくりや公共事業の円滑化

☆ 災害復旧の迅速化 ☆ 土地取引の円滑化

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

B
妥当性の視点から 効率性の視点から

都市部における一筆地調査は多大な時間と労力を要するため、現有体制では相当の年数と
費用がかかることとなる。

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

自己評価

評価者
担当部長

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

年次的な計画工程は、予定どおり進んでおり、成果としては達
成できている。

しかし、実質的な進捗率は、川西市地籍調査対象面積50.84ｋ㎡
から換算すると0.3％にしか過ぎない。兵庫県全体の進捗率が約
20%と、かなり遅れをとっていることから、優先度と併せて、進捗率
を上げる方法についても検討していく。

現在は、一筆地調査により、基本的には中心市街地より調査を
実施しているが、都市部は、地価も高く、権利関係が複雑で、一筆
の面積が小さいことから、境界確認に困難を極めている。今後
は、官民境界先行調査も視野に入れながら、中心市街地に限定
することなく、調査地域を選定して事業推進に努めていく。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

以下の業務を実施した

１　建築確認申請の受理及び審査並びに検査

２　建築基準法の規定に基づく許可、承認及び指定

３　違反建築物等の指導及び措置

４　特殊建築物等の定期報告の実施

５　長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定

６　簡易耐震診断事業に基づく耐震診断

７　川西市住宅耐震改修促進事業

国県支出金 5,546 8,419 △ 2,873

主幹　池下　靖彦

住宅・建築物の質を高め、安全安心なまちづくりに寄与する

内
　
訳

事業費 23,919 25,873 △ 1,954

公債費

比較 財源

所管部・課 都市整備部   まちづくり指導室 作成者

△ 768

施策目標 ０１　良好な都市環境を整備します。

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０２　市街地整備

事業コスト ２４年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度 比較

総 事 業 費 105,117 108,385 △ 3,268 一般財源 94,990 95,758

事業別行政サービス成果表

事業名 建築指導事業 決算書頁 362

特定財源（その他）

0

市民

（３）概要

特定財源（都市計画税）

職員数（人） 9 9 0

0

0

職員人件費 81,198 82,512 △ 1,314 地方債 0

23,919

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 建築物を所有又は新たに建築物等を計画する市民及び開発業者等

参考
4,581 4,208 373

再任用職員数（人）

<細事業１> 建築指導事業 細事業事業費

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）
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５．事業の成果

①　建築確認・検査の件数

　

②　許可・認定・報告・違反の件数

③　長期優良住宅の認定申請件数（２１年度より実施）

④　簡易耐震診断件数

⑤　耐震改修件数

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

１．建築行政を所管する特定行政庁の業務において、審査・検査・
指導業務を行う建築主事等の技術者の人材が不足しており、そ
の人員確保並びに育成を継続する必要性については、特定行政
庁の重要な課題であるため、対応を昨年度に引続き検討する必
要がある。
２．民間住宅の耐震改修は、平成２４年度も一定の成果はあげら
れましたが、達成目標とに乖離がある。

理由として、市民の耐震化に対する認識が低いことや、改修工
事に係る費用が高額であることが考えられる。

１．建築基準法に基づく審査・検査等を行う特定行政庁の業務が
複雑多様化するとともに、また、これらを行う建築主事の人材が不
足しており、人員の確保と人材育成に努める。
２．住宅耐震改修促進事業に関して、今までの啓発活動を継承し
つつ、積極的に発展させる。

少数の職員で建築行政を、効率よく行うことが求められており、業務において重点項目の精
査、事務改善に取り組む対応が必要であると考えられる。

3小規模型（改修補助） 0 0 0 1

　当該年度の事業全体の成果や課題について

1 0

一般型　（改修補助） 25 23 26 20

小規模型（計画策定補助） 0 2 0

22(22) 29(27)

（件）

27

30(29)

項　　目 20年度 21年度 22年度 23年度　 24年度

診断戸数（棟数） 50(49) 697(49)

89 142 172

（件）

（件）

166

項　　目 20年度 21年度 22年度 23年度　 24年度

認定申請 －

8 6 8 2

24 20

6

項　　目 20年度 21年度 22年度 23年度　 24年度

違反指導

45

定期報告（昇降機） 466 477 460 460 456

定期報告（設備） 21 20

40 80

基準法　許可・認定申請 33 18 35 30

定期報告（建築） 34 70 65

594 732

（件）

30

643

項　　目 20年度 21年度 22年度 23年度　 24年度

民間　完了検査 763 609

700

市　完了検査 26 26 18 5

776

（件）

13

民間　建築確認 602 668 728

7 17

項　　目 20年度 21年度 22年度 23年度　

市　建築確認 36 28 19

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

24年度
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

事業推進に向けた中央北地区整備事業の取り組み

① 火打前処理場解体工事 千円

【継続事業】 契約年度： 平成２４年度～平成２５年度

契約金額： 千円 【 平成２５年度支払予定額： 千円 】

② 火打前処理場解体工事に伴う監理業務委託 千円

【継続事業】 契約年度： 平成２４年度～平成２５年度

契約金額： 千円 【 平成２５年度支払予定額： 千円 】

住み継ぐ安心と潤いのふるさと作り（生活創造拠点の形成）に相応しい土地利用を実現

公債費 0

国県支出金

職員人件費 12,680

所管部・課 中央北整備部　地区整備課 作成者 課長　　北野　啓介

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０２　市街地整備

△ 22,889

施策目標 ０２　市街地の整備を進めます。

内
　
訳

事業費

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

総 事 業 費 201,937 74,563 127,374 一般財源 1,741 24,630

事業別行政サービス成果表

事業名 中央北地区整備事業 決算書頁 338

189,257 43,391 145,866

3 △ 2

31,172 △ 18,492 地方債 188,800

特定財源（都市計画税） 11,396 7,333 4,063

0

42,600 146,200

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

1 1 0

整備目標面積：22.3ｈ

0

再任用職員数（人）

職員数（人） 1 特定財源（その他）

（３）概要

<細事業１> 中央北地区整備事業 細事業事業費 189,257

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 火打１丁目地内

参考

404,670 220,150

11,709 7,409

4,300

184,520
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５．事業の成果

① 火打前処理場解体工事

２ヶ年の工期の１年目において、解体工事を実施した。出来高としては、５９．２％であった。

② 火打前処理場解体工事に伴う監理業務委託

火打前処理場解体工事を、適正かつ安全に施工した。

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

火打前処理場の解体については、当初３年計画であったもの
が、２年契約で進めることができ、経済的効率的に工事を進めて
いる。

中央北地区特定土地区画整理事業の工事が本格化する中、事
業区域外でも工事等関連業務の発生も予想されることから効果
的な執行を行う必要がある。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

　土地区画整理組合設立に向けて、地権者への事業啓発と調整を行う。

都市基盤施設の整備と土地利用の増進を図るため、土地区画整理事業の推進を支援する

２４年度 ２３年度

所管部・課 都市整備部　都市・交通政策課 作成者 主幹　川部　正道

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０２　市街地整備

事業別行政サービス成果表

事業名 土地区画整理事業 決算書頁 342

比較

総 事 業 費 5 9,683 △ 9,678 一般財源 5 9,683 △ 9,678

財源

0

職員人件費 9,168 △ 9,168 地方債

△ 510

公債費 0

内
　
訳

事業費 5 515 0

0

国県支出金

特定財源（都市計画税）

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 栄根２丁目（JR川西池田駅南）

参考
0

再任用職員数（人）

職員数（人）

栄根２丁目地区土地区画整理事業 細事業事業費 5

1 △ 1 特定財源（その他）

0

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 地権者　19名　地区面積　3.9ha

（３）概要

施策目標 ０２　市街地の整備を進めます。

<細事業１>
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５．事業の成果

組合施行による事業であり、組合設立から事業完了まで相当の時間を要し、事業完了面積は横ばいとなっている。

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

整備そのものの必要性意識は高いが、個々の権利者同士の合意形成の調整が困難なため
事業の進捗が得られにくい。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

21年度に準備会役員より事業化に向けての検討依頼を受け、
22年度、23年度に地元説明、個別訪問等を行い事業実施に向け
ての基本計画等の作成を行ってきた。想定した区域内の地権者
は、現状のままの土地利用に対する問題意識をはじめ事業への
関心が高いということがわかった。しかし、事業化するについては
権利者間の基本計画案に対する考え方の相違等、支障となる事
柄が多いことから、合意形成に至っていない。

土地区画整理事業は、権利者の事業推進への意欲や意識が重
要な要素であることから、事業実施に至る合意形成までに相当の
時間が必要である。現状のままの土地利用に対する問題意識は
多くの地権者が持っておられるが、地権者間の計画案に対する合
意形成に苦慮している状況である。今後、合意形成を図る上での
支障となる事柄を整理し、事業化を進めるための体制や計画案
等、事業実現に向けた支援をしていく。

H22 H23 H24

18.3事業完了面積（ha） 18.3 18.3 18.3 18.3

H20 H21
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

移転補償跡地の利用状況等

ヘクタール

ヘクタール

ヘクタール

ヘクタール

川西市南部地域における移転跡地の有効活用を図り、生活環境の改善を推進する

２４年度

所管部・課 都市整備部　空港対策課 作成者 課長　大田　雅弘

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０２　市街地整備

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

事業別行政サービス成果表

事業名 空港周辺地域整備事業 決算書頁 350

比較

12,836

財源 ２３年度

0

総 事 業 費 136,112 170,387 △ 34,275一般財源 46,034 187

再任用職員数（人）

157,551 △ 34,119

公債費 0

職員人件費 12,680

　緑地

　航空機騒音対策の一環として、国が実施した移転補償制度によって生じた移転補償跡地の有効活用を図る。

45,847

国県支出金 300 85,200 △ 84,900
内
　
訳

事業費 123,432

0

地方債 46,800

職員数（人） 1 1 0 特定財源（その他）

　一般跡地 4.91

　計

　面積 　箇所数

11.06 310

0.9 22

　一時使用

　暫定緑地

△ 156

42,978

250

85,000 △ 38,200

特定財源（都市計画税）

参考
42,978

5.25 38

1 1

　道路・公園・防火貯水槽等(県立西猪名公園を含む)

　用途

空港周辺地域整備事業 細事業事業費 123,432

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 久代１～５丁目、東久代１・２丁目

施策目標 ０２　市街地の整備を進めます。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） １１．０６ヘクタール

（３）概要

<細事業１>
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５．事業の成果

①プロペラ公園

●YS11型機のプロペラモニュメントを寄付受け

●防災機能を有したベンチを設置

かまどベンチ トイレスツール(仮設トイレ)

②市道22号線街路灯(16基)

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

移転補償跡地の有効活用を図り、生活環境の改善を推進する
ため本年度は、プロペラ公園や街路灯整備を行った。今後におい
ては、地元住民の意向を尊重しつつ新関西国際空港㈱等関係機
関との調整を図り、移転補償跡地の有効活用等を更に推進する
必要がある。

平成24年7月の経営統合により、国が所有していた、移転補償
跡地については、新関空会社に所有権が移転された。
これを契機として、平成25年4月に新関空会社と本市の間で、
「川西市南部地域のまちづくりの推進に関する基本合意」及び「大
阪国際空港周辺場外用地の取扱いに関する覚書」を締結した。
これに基づき、平成25年度には、移転補償跡地を活用した「川
西市南部地域整備実施計画」を策定し、年次的に道路や公園等
を整備して、地域の生活環境の改善や地域コミュニティの再生を
推進する。

9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

      久代５丁目の大規模移転補償跡地を活用し、住民同士のふれあいの機会を高め、快適な住環境の形成と地域のコ
    ミュニティ育成をめざした、プロペラ公園(2,811.1㎡)の整備を行った。
　    また、この公園には、災害時の一時避難所としての機能を付加し、災害発生時の誘導という観点から、市道２２号の
　 街路灯整備(16基)も実施した。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

新たなまちづくりに向けた中央北地区推進事業の取り組み

① 中央北地区整備事業に関する都市整備公社への取り組み

・ （一財） 川西市都市整備公社の資金調達に伴う金融機関への元利金払いに対する事業運営補助：

・ （一財） 川西市都市整備公社への事務委託料： 千円

② 暫定土地利用に対する取り組み

・ 暫定土地利用地の借り上げ料 千円

△ 10

0

特定財源（都市計画税） 325,577 328,298 △ 2,721

住み継ぐ安心と潤いのふるさと作り（生活創造拠点の形成）に相応しい土地利用を実現

内
　
訳

事業費 1,009,391 1,074,471 △ 65,080

公債費

国県支出金 10

所管部・課 中央北整備部　地区推進課 作成者 課長　　津賀　治郎

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

施策目標 ０２　市街地の整備を進めます。

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０２　市街地整備

比較

総 事 業 費 1,046,613 1,101,975 △ 55,362 一般財源 721,036 758,759 △ 37,723

財源

1,134 1,134

事業別行政サービス成果表

事業名 中央北地区推進事業 決算書頁 336

２４年度 ２３年度

地方債

0

4 3 1

職員人件費 36,088 27,504 8,584

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 火打１丁目地内

参考
14,908 △ 14,908

再任用職員数（人）

職員数（人） 特定財源（その他）

<細事業１> 中央北地区推進事業 細事業事業費 1,009,391

784511千円

整備目標面積：22.3ｈ

（３）概要

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

25,918

34,132
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５．事業の成果

① 都市整備公社の取り組み

② 暫定土地利用

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

暫定土地利用については、中央北地区特定土地区画整理事業
や公共施設の再配置計画の進捗状況に合わせ、継続する必要が
ある。

都市整備公社の事業参画により、円滑なまちづくりが進んでい
る。引き続き公社の適正な運営に向け、支援する必要がある。

　中央北地区の新たなまちづくりに参画している都市整備公社に対し、平成１６年５月２８日に締結した基本協定書等に
基づく、所要の額を負担し、公社の適正な運営に寄与した。

　借上げ地を消防訓練所用地等で活用した。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

川西市ゆうあい住宅の認定事業者（オーナー）に対して、国の特定優良賃貸住宅制度を活用し、家賃減額補助を行う。

阪神高速道路及び猪名川改修事業に伴い、市単独住宅を建設する必要から、都市再生機構の公営賃貸用特定分譲制度を活用し、

建設した費用の償還を行う。

特定優良賃貸住宅の空き家対策等として特定優良賃貸住宅を公営住宅化し、住宅困窮者に低廉な家賃で住宅を供給する。

０２　市街地整備

施策目標 ０３　公的住宅を適正・効率的に管理します。

事業別行政サービス成果表

事業名 住宅供給促進事業 決算書頁 354

分　野 ０４　快適安全 施　策

公的住宅等の供給と適正な管理

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

所管部・課 都市整備部　都市・交通政策課 作成者 主幹　玉田　亮彦

△ 981

0

公債費 0 特定財源（都市計画税）

△ 8,385 国県支出金 13,590 14,571
内
　
訳

事業費 142,057 150,442

一般財源 111,182 118,851 △ 7,669総 事 業 費 151,079 159,610 △ 8,531

0

職員人件費 9,022 9,168 △ 146 地方債

1 0 特定財源（その他）

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 若年家族層の中堅所得者

26,307 26,188 119

再任用職員数（人） 0

<細事業１> 特定優良賃貸住宅供給事業 細事業事業費 46,772

参考
職員数（人） 1

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 土地：１，０７３．０６㎡　　建築面積：３９３．３２㎡

（３）概要

市営住宅供給事業 細事業事業費 72,754

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 低所得者の住宅困窮者

<細事業３>

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） ８６世帯

（３）概要

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） ２２８人

（３）概要

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市出在家町２９２番地（出在家団地）

<細事業２> 市営住宅出在家団地譲受事業 細事業事業費 22,531
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５．事業の成果

特定優良賃貸住宅の空き家対策の推進と、市民に良好な環境の住宅を提供する事を目的に、平成１７年度から特定優良賃貸住宅

の長期空家を借上げ、公営住宅化することにより低廉な公的住宅を提供できている。

特定優良賃貸住宅管理状況 （単位：千円）

公営住宅化戸数 （単位：戸）

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

0 0ﾙﾐｴｰﾙ多田 0 0 0

5 0 0 0

5 0

ｸﾞﾗﾝｳﾞｪｰﾙ萩原 5 1 1 0 0

Courtひらき坂 5

ｼｭﾃﾙﾝ山下 0 0 0

0 0

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

利子補給金 0 0 0

86 86

家賃減額補助金 11,200 7,901 5,798 3,607 1,978

管理戸数 98 92 91

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C
住宅に困窮する低所得者に対し、良好な環境の住宅を提供するため特定優良賃貸住宅
の空家の活用を進めてきたが、借上げ期間満了後のあり方を決定する必要がある。

特定優良賃貸住宅の空家を借上げ公営住宅として利用すること
で、住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で住宅を供給すること
ができた。さらに、空家を借上げることで、特定優良賃貸住宅の空
家対策にも寄与することができた。
　今後、借上げ期間満了後の方向性を決めていく必要がある。

特定優良賃貸住宅の空家を借上げ、年次的に公営住宅化を進
めてきた結果、目的は達成されているものと思われるが、今年度
策定された「公営住宅基本計画」を基に、今後のゆうあい住宅を
含めた住宅施策を展開していく必要がある。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

市営住宅の修繕等維持管理、要望処理及び年２回（５月、１１月）の入居者募集を行い、適正な入居審査を行った上で、

低廉な公的住宅を供給する。

市営住宅入居者に対し、住宅使用料ならびに駐車場使用料の口座振替制度の勧奨等、収納確保を行う。

分　野 施　策

都市整備部　都市・交通政策課 作成者

０４　快適安全

所管部・課

２３年度

主幹　玉田　亮彦

比較

０２　市街地整備

比較

公的住宅等の供給と適正な管理

財源 ２４年度 ２３年度

△ 10,267

事業別行政サービス成果表

事業名 市営住宅維持管理事業 決算書頁 358

事業コスト ２４年度

０３　公的住宅を適正・効率的に管理します。施策目標

総 事 業 費 535,249 572,106 △ 36,857 一般財源 242,040 252,307

0

30,724 31,172

△ 38,060 国県支出金 2,188 23,646

△ 448

1,651

86,724 △ 21,458

地方債 0

特定財源（都市計画税）

内
　
訳

事業費

公債費

職員人件費

124,784

417,801 416,150

△ 5,132
参考

職員数（人） 3 3

1 1

0 特定財源（その他） 291,021 296,153

再任用職員数（人） 0

<細事業１> 細事業事業費 83,372市営住宅維持管理事業

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市営住宅

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） １，０９０戸

〈細事業２〉 細事業事業費

市営住宅入居者

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） １，０１０戸

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地）

（３）概要

（３）概要

3,352市営住宅使用料収納事業
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５．事業の成果

市営住宅の維持管理については、入居者からの要望等に対し迅速に対応できた。

収納事業においては、引き続き弁護士と委託契約を締結し、通知文書等を発送し示談交渉により順次入金されている。

なお、平成２３年度において神戸地方裁判所に提訴を行った悪質滞納者３名については、平成２４年５月２２日に強制執行により

明渡が完了している。

応募状況

収納状況（平成２４年度） （単位：円） 収納率 （単位：％）

口座振替状況 （単位：％）

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

62.83 61.55

計 447,582,165 297,534,893 150,047,272

住宅使用料 57.58 58.18 59.87

66.50

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

維持管理事業においては要望等に対し迅速に対応できたが、収納事業においては滞納
家賃の徴収率向上のため、滞納対策方法の検討が必要である。

駐車場使用料 50.13 48.44 49.72 50.92 48.21

7.81 8.37 8.30

現年度分 312,064,561 286,320,233 25,744,328 現年度分 91.17 91.75

71.63 68.96

91.80

滞納繰越分 135,517,604 11,214,660 124,302,944 滞納繰越分 6.49 8.73

計 77.64 74.27

9.8 6.2当選倍率 12.0 10.5 11.7

20年度 21年度 22年度調定額 収入済額 収入未済額

91.90

23年度 24年度

92.55

195 168応募世帯 325 336 245

20 27募集戸数 27 32 21

21年度 22年度 23年度 24年度

維持管理事業においては要望等に対し迅速に対応できたが、収
納事業においては滞納家賃の徴収率向上のため、滞納対策方法
の検討が必要である。

平成24年度に策定した「公営住宅基本計画」を基に、老朽化して
いる公営住宅の用途廃止及び、除却などを進めていく必要があ
る。

また、収納事業については、公平性の観点から引き続き弁護士
と契約を行い、分納履行の確認を今後も行うとともに、住宅の明
渡を強化し、再商品化を図るとともに、口座振替等の勧奨などで
収納率を高めていきたい。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

20年度

有効性の視点から効率性の視点から妥当性の視点から

自己評価

評価者
担当部長

B
9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

　 違法駐車防止意識の高揚を図るべく、啓発に努めた。また、川西能勢口駅周辺の違法駐車等防止重点区域において、違
法駐車防止広報活動及び街頭キャンペーン等により、違法駐車の防止、駐車場利用促進等の啓発活動を展開した。

<細事業１> 違法駐車等対策事業 細事業事業費 921

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市違法駐車等防止重点区域（アステ川西・パルティ川西）

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 平成２４年度の年間平均瞬間駐車台数　３２．３台

（３）概要

0

再任用職員数（人） 0

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 0 特定財源（その他）

一般財源 921

0

職員人件費 0 地方債

総 事 業 費 921 935 △ 14 935 △ 14

内
　
訳

事業費 921 935 △ 14 国県支出金

違法駐車・迷惑駐車の防止啓発

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業別行政サービス成果表

事業名 違法駐車等対策事業 決算書頁 318

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏
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５．事業の成果

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

違法駐車は市民のモラルに頼る部分大きく、市民団体の協力を得ながら、今後とも根気強く啓発を行っていく必
要がある。また、駐車監視員の導入後、違法駐車の抑止効果が上がっていることからも、警察との協力体制を
進めていく。

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

違法駐車は市民のモラルに頼る部分が大きく、市民団体の協
力も得ながら、根気強く啓発を行っていく。道路交通法の改正に
伴い、本市においても、平成１９年１０月から駐車監視員の活動が
開始され、違法駐車の抑止効果が上がっている。今後とも、川西
警察と連携した取り組みを継続していく。

違法駐車は市民のモラルに頼る部分が大きく、市民団体の協
力も得ながら、根気強く啓発を行っていく。道路交通法の改正に
伴い、本市においても、平成１９年１０月から駐車監視員の活動が
開始され、違法駐車の抑止効果が上がっている。警察による取締
りが駐車状況に大きく左右することから取締りの強化を要請し,今
後とも、川西警察と連携していく。

１月 ２月２４年度 ４月 ９月 １０月１１月１２月

188 186 177 162台数 182 178 162 225 2,155

３月 合計

180 163 160 192

167 155 152 165

５月 ６月 ７月 ８月

１２月 １月 ２月２３年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

165

９月 １０月１１月

175 2,036

３月 合計

台数 191 176 166 196 160 168

１月 ２月２２年度 ４月 ９月 １０月１１月１２月

227 260 223 183台数 235 234 222 181 2,546

３月 合計

194 204 190 193

267 245 258 275

５月 ６月 ７月 ８月

１２月 １月 ２月２１年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

210

９月 １０月１１月

248 2,885

３月 合計

台数 232 224 227 257 213 229

１月 ２月２０年度 ４月 ９月 １０月１１月１２月

224 219 244 223台数 237 239 246

　　　　　　　駐車監視員による駐車違反確認台数（川西警察署交通課）

239 304 257 245 257 2,934

３月 合計５月 ６月 ７月 ８月

31.3 32.3

　　　　　　　川西市違法駐車等防止重点区域における瞬間駐車台数

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

台数 31.2 34.0 32.1

655 655

支給団体数 2 2 2 2 2

補助金額 855 655 655

　商店主・事業者・交通事業者等で自主的に組織し、違法駐車防止啓発活動に取組む団体に補助金を助成した。

　　　　　　　違法駐車等防止対策事業補助金　　　　（単位：団体/千円）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

-354-



１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業別行政サービス成果表

事業名 放置自転車対策事業 決算書頁 318

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏

自転車等の駐車秩序を確立し、歩行者の通行の安全確保を維持して、安全で快適な生活環境をつくる

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

一般財源 57,872

0

職員人件費 9,022 9,168 △ 146 地方債

総 事 業 費 60,755 60,790 △ 35 57,763 109

内
　
訳

事業費 51,733 51,622 111 国県支出金

△ 144

再任用職員数（人） 0

3,027

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 1 1 0 特定財源（その他） 2,883

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 放置禁止区域の瞬間放置自転車等

<細事業１> 放置自転車対策事業 細事業事業費 51,733

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 702台

（３）概要

　放置自転車等の利用者に対して、指導・啓発を行うとともに放置自転車等の撤去を実施した。
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５．事業の成果

放置自転車撤去状況（場所別年間撤去台数） 　（単位：台）

自転車駐車場収容台数 （単位：台／日）

放置自転車等の対策として、週２回の撤去日以外の日にも警告札を貼るなどの指導・啓発を強化してい

くことで撤去台数が減少していく傾向にあり、成果があったと判断している。

※市営（有料）駐車場については、平成２３年度から財団法人自転車駐車場整備センターに管理運営を

委託しているため、収容台数が減少している。

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

5,730 6,302 6,886 その他(有料) 5,695 5,730

計 2,357 1,736 1,721

項目 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

2,063 1,908

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C
駐輪施設の整備等について検討を進めるとともに、不法駐輪の重点区域に対して指導
業務を強化する必要がある。

 市営(有料) 248 227 227 0 0

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

阪急川西能勢口駅周辺の放置自転車等の収容に向けて、引き
続き放置自転車対策連絡会議を開催し、地元との合意形成を図
りながら、歩道空間を活用した駐輪施設の設置に向けた検討を行
う。

川西能勢口駅周辺をはじめ、放置自転車は後を絶たないため、
減少に向けた駐輪施設の設置を進めるとともに、駐輪禁止の周
知を進め、指導業務を強化する必要がある。

350 444

駅周辺場所 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

ＪＲ川西池田 439 418 430

川西能勢口 1,502 1,290 1,231

鼓が滝 10 5 1

96 101 83

1,071 1,015

1 3

129 54

多田 141 122

68 50 24

禁止区域外等 136 174 82 163 152

平野
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

①市道５２号舗装整備工事

歩行者の安全を確保するため、歩道拡幅工事を実施した。

舗装工　Ａ＝200㎡、歩車道境界ブロック　Ｌ＝8.4ｍ、転落防止柵　Ｌ＝2.3ｍ

②市道３７８号歩道改良工事

歩道の段差解消を図るため、切下げ工事を実施した。

舗装工　Ａ＝82㎡、街渠工　Ｌ＝60ｍ、地先境界ブロック　Ｌ＝70ｍ、点字ブロック　Ａ＝23㎡

（３）概要

0

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） ①川西市西畦野２丁目地内　②川西市緑台4丁目地内

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） ①施工延長：６０ｍ　②施工箇所：12箇所

<細事業１> 細事業事業費 3,087歩道整備事業

再任用職員数（人） 0

内
　
訳

事業費

公債費

職員人件費

0 特定財源（その他）
参考

職員数（人） 1 1

10,068

特定財源（都市計画税） 0

9,022 9,168

△ 6,981 国県支出金 5,200

△ 146

0

3,087 △ 5,200

地方債 2,700 2,700

一般財源 9,409 14,036 △ 4,627総 事 業 費 12,109 19,236 △ 7,127

分　野 施　策

都市整備部  道路整備課 作成者

０４　快適安全

所管部・課

０１　道路の安全性や機能性を高めます。施策目標

２３年度

参事 　西田　茂治

比較

０３　交通体系

比較

交通事故から市民を守るため、歩道整備、拡幅、段差解消や点字ブロックの敷設を行い、すべての市民が安心して通行できるように、人に優しい道づくりを進める

財源 ２４年度 ２３年度

事業別行政サービス成果表

事業名 歩道整備事業 決算書頁 320

事業コスト ２４年度
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５．事業の成果

歩道改良事業（歩道切下げ）

既設歩道の拡幅及び段差をなくす事により、利用者の安全が図れた。

市道５２号 市道３７８号

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

Ｈ２３ Ｈ２４

改良箇所 11 7 8 6 12

項目 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

事業費 5,727 2,835 5,587 10,068 3,087

有効性の視点から効率性の視点から妥当性の視点から

自己評価

評価者
担当部長

A
9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

（単位：箇所、千円）

歩道改良事業については、交差点部での切り下げが未改良の
箇所が市内に多数あるため、優先順位を決め計画的に実施する
必要がある。

歩道改良事業については、交差点部での切り下げが未改良の
箇所が市内に多数あるため、優先順位を決め、今後も計画的に
実施していく必要がある。

-358-



１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

１　市道の管理図面の整備を図りながら適正な道路管理業務

２　屋外広告物の許可、不法看板の撤去を実施し、美観風致の維持業務

３　道路管理者として安全かつ快適な道路の運行確保に努め、道路占用等の工事調整業務

４　道路の管理に関する全般的な業務

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業別行政サービス成果表

事業名 道路管理事業 決算書頁 322

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏

道路管理者として安全かつ快適な道路の運行確保に努める

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

一般財源 68,112

△ 205

職員人件費 56,084 66,012 △ 9,928 地方債

総 事 業 費 77,587 86,392 △ 8,805 76,746 △ 8,634

内
　
訳

事業費 21,503 20,380 1,123 国県支出金 7,736 7,941

34

再任用職員数（人） 3 3 0

1,705

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 5 6 △ 1 特定財源（その他） 1,739

（３）概要

<細事業１> 道路管理事業 細事業事業費 21,503

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市民

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 市民
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５．事業の成果

1 市道の管理図面の整備を図りながら適正な道路管理業務

認定道路実延長（単位：ｍ）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

認定道路実延長

2 屋外広告の許可、不法看板の撤去を実施し、美観風致の維持業務

屋外広告物許可件数（単位：件）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 屋外広告物許可申請を受理し、美観秩序に努めて

いく。

違反広告物除去件数（単位：件）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 簡易除却ボランティアの協力を得ながら市内違反広告

物の撤去に努めていく。

3 道路管理者として安全かつ快適な道路の運行確保に努め、道路占用等の工事調整業務

占用等にかかる調整件数（単位：件）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 道路占用申請は毎年相当数あり、厳正な許可条件の

占用件数 下、適正な道路の管理に努めていく。

２４条工事件数 なお、２４条工事とは道路から民地への乗り入れ工事

など、個人の申請で土地所有者自身が行う工事。

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

134 140

はり紙・はり札件数 5,638 2,696 1,648

屋外広告物許可件数 132 140 114

486,357 486,884 487,107 488,435

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

　市道は毎年延長され、管理範囲は年々増加し
ているが、適切な管理を行い、快適な市民生活
環境に努めていく。

484,911

80

市道の緊急修繕や工事完了検査において、技術職員による現場確認が必要な場合が多
く、現場管理、体制等について検討が必要である。

2,052 1,640

立看板・のぼり 440 296 69 48

94 132

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

道路管理事業は道路管理者として快適な道路運行の基本的な
事業であり、今後も全ての管理事業を継続して総合的な視野から
改善・検討を進めていく必要があると考える。

安全で快適な道路を確保するため、各種業務を円滑に進められ
た点は一定の評価ができる。しかし、道路管理事業は長期的・計
画的な取り組みが必要であるため、今後は状況に応じて見直しを
行い、事業を進めていく必要がある。

1,528 1,414 1,646 1,396 1,569

109 90 107
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

道路の清掃、側溝の浚渫、水路の改修・浚渫、街路樹の剪定・伐採、凍結防止剤の散布、道路防災点検・維持管理

市内の舗装更新事業

生活に密着した安全で快適な道路・水路の確保

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業別行政サービス成果表

事業名 道路・水路維持補修事業 決算書頁 326

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏

△ 1,022 地方債 267,868

総 事 業 費 1,623,615 1,781,365 △ 157,750

7,492 国県支出金 5,355 4,793
内
　
訳

事業費 241,223 233,731

職員人件費 63,154 64,176

特定財源（都市計画税） 150,239

比較

1,213,135 △ 19,081一般財源 1,194,054

562

公債費 1,319,238 1,483,458 △ 164,220

0 特定財源（その他） 6,099 100
参考

職員数（人） 7 7

292,500 △ 24,632

270,837 △ 120,598

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市内全域

5,999

再任用職員数（人） 0

<細事業１> 道路・水路維持補修事業 細事業事業費 212,727

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 690件　

（３）概要

〈細事業２〉 市内全般舗装事業 細事業事業費 28,496

（３）概要

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市内全域

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 10件　面積　7，033m2
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５．事業の成果

道路・水路維持補修事業

道路・水路清掃・浚渫

＊２２年度以前は道路維持補修事業（道路のみ）

市内全般舗装事業（工事）

市道３７９号舗装修繕工事 市道1540号外舗装修繕工事

向陽台3丁目外地内 美山台2丁目地内

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

  　　　　　   (単位:件・㎡)

要望件数

554

処理件数 要望件数 処理件数

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C
市民ニーズの高い事業であり、要望等の増加傾向にある中、より迅速な処理対応を実施する
とともに早期発見のため道路パトロールの強化を行う。

510

902

44

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

要望件数を減らし、土木行政に対する「市民満足度を高める」と
いう目的と「生活に密着した安全で快適な道路の確保」の推進か
らも、平成２５年度以降も計画的かつ継続的に事業を推進するこ
とが、必要かつ重要である。

生活に密着した安全で快適な道路の街づくりのため、道路の現
状把握及び安全管理の為、平成２５年度に路面性状調査を実
施。市内の道路状態の把握し、より効果的な計画整備を行ってい
く必要がある。

748 533 870 530

要望件数 処理件数 要望件数

477

160

処理件数

道路・水路修繕 480 372 340 504

項目 要望件数 処理件数

62 154 161 203

5 7 10

50 29 72 26

２３年度 ２４年度

舗装事業
5,360 2,572 4,167 5,888 7,033

3 3

項目 ２０年度 ２１年度 ２２年度

539

7 10

694530 401 412 530 1073 690

道路・水路維持補修工事 12 10 9

要望件数計

３

３
１３０． ０

１３４． １

３

１３４．１

テニスコート

第４公園

向陽台 １１５．９

３
１３０．０

１３０ ．０

市立陽明小学校

１１ ４．７

１１ ８．０

１１７． １

１０ ８．７

１ １１．１

１
４

０

１ ５７．５

１
６
０

１５９．１

１６０ ．３

１ ５６．２

山公園

美山台二丁目

１５ ５．４

１５ ３．７

川西美山台郵便局

１５０ ．７
１４６．１

１４ ９．８

１４４．３

１５ ０．９

１５３．２１ ４８．１

１４１．５

１４０．３
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

　未舗装や劣化した私道に対し、交通の安全確保及び生活環境の改善のため舗装費の９割を補助する。

<細事業１> 私道舗装助成事業 細事業事業費 1,682

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 私道所有者及び隣接土地所有者、居住者

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 件数：２件　面積２９９㎡　延長１２４．４ｍ

（３）概要

0

再任用職員数（人） 0

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 0 特定財源（その他）

一般財源 1,682

0

職員人件費 0 地方債

総 事 業 費 1,682 1,132 550 1,132 550

内
　
訳

事業費 1,682 1,132 550 国県支出金

舗装費を補助し、道路舗装を行うことにより、交通の安全確保及び良好な生活環境を形成する

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏

事業別行政サービス成果表

事業名 私道舗装助成事業 決算書頁 328
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５．事業の成果

未舗装及び劣化した私道を舗装することにより、交通の安全性向上、生活環境の向上に効果があった。

舗装件数：２件

舗装箇所：下加茂１丁目１３７番地先

舗装面積：２３７㎡　　舗装延長：６２．４ｍ

舗装工事費：１，４７０，０００円　　市補助金：１，３２３，０００円

舗装箇所：南花屋敷１丁目２０２番１５地先

舗装面積：６２㎡　　舗装延長：６２．０ｍ

舗装工事費：３９９，０００円　　　市補助金：３５９，１００円

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C
舗装対象申請者が権利関係への書類手続きに時間を費やすので、申請者との調整を検討し
ていく必要がある。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

市内には、未舗装及び劣化した私道が多数存在しているため、
事業を継続していく必要性がある。

市内には、未舗装及び劣化した私道が多数存在しており、対応
しています。しかし、２４年度末で7件の申請があり、今後も益々増
加するものと考えるため事業の継続をしていく必要がある。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

・側溝の新設等を行った。

※工事個所

・鼓が滝３丁目市道化対策

・加茂３丁目地内里道

・市道４９号（鼓が滝２丁目） 加茂３丁目地内里道

・鼓が滝３丁目市道化対策

市道化対策

<細事業１> 側溝新設事業 細事業事業費 27,455

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 施工箇所：４箇所　　施工総延長：４４８ｍ

（３）概要

1 0 特定財源（その他）

0

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市鼓が滝３丁目地内 外

参考
0

再任用職員数（人）

職員数（人） 1

0

職員人件費 9,022 9,168 △ 146 地方債 24,600

0 特定財源（都市計画税）

25,700 △ 1,100
内
　
訳

事業費 27,455 28,648 △ 1,193

公債費

０３　交通体系

国県支出金 0

12,116 △ 239

事業別行政サービス成果表

事業名 側溝新設事業 決算書頁 328

分　野 ０４　快適安全 施　策

37,816 △ 1,339 一般財源 11,877

降雨時に雨水を速やかに排除することにより、床下浸水、道路冠水等の解消を図る

２４年度 ２３年度 比較

所管部・課 都市整備部　道路整備課 作成者 参事　西田　茂治

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源

総 事 業 費 36,477

６ ９．６

８
０

７０ ．６

８９． １

公
園

鼓が滝三丁目

７９ ．２

７７ ．２

８ ７． ５

８７ ．７
７１ ．８

６０． ３

６０ ．７

５８． ５

７０

８０

８
０

９
０

９ ６．７

９６ ．３

７１ ．２

８ ０

鼓が滝二丁目

６ ５． ０

３
６２ ．８

工 事 個 所

３
４８．９４８．９

３８．２

３８．９

３９．１

加茂会館

３９．２

３

３

３５０．４

４７．６

５０．４

４７．６

４９．３

３７．９
３８．５

７

４
５１．０

加
茂
墓
地

３８．５

３８．８

３８．５

４

５

７
４

３ ５９．６

５３．３５３．３

５９．６

４９．５

５６．４

ハ
ピ
ネ
ス
川
西

老
人
福
祉
障
害
者
施
設

加
茂
四
丁
目

３ ８．６

３８．３ ３７．６

７

３

４

４

６０．３

５３．３

４８．５

５３．０

５９．９

６０．３

５３．３

４８．５

５３．０

５９．９

Ｗ

Ｗ
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市
営
加
茂
桃
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ル
プ
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県立川西高校

市
立
加
茂
小
学
校３ ７．５

３７．７

３７．６
３７．３

５２．９

３
３

５０．０

４９．９

５０．０

４９．９

桃
源
橋

３７．５

３７．６

３９．５

加茂墓地

３８．９

３９．１

公園
３８．３

７５９．９５９．９

市営加茂桃源団地

中
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橋

３８．４

工
事

個
所
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５．事業の成果

側溝を整備することにより路面排水等がスムーズになり、道路冠水等の解消が図れた。また側溝を蓋掛けすることにより

道路幅員が確保でき歩行者等の通行においても安全性が高まった。

市道化対策 加茂3丁目地内里道

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

市道化対策 鼓が滝３ 202.0

計 448.0

市道４９号 鼓が滝２ 24.0

27,455

路線名 場所 延長（ｍ）

市道化対策 鼓が滝３ 204.0

Ｈ２２ Ｈ２３

加茂3丁目地内里道 加茂３ 18.0

事業費 62,496 35,783 28,557 28,648

Ｈ２４

路線数 9 4 6 3 4

項目 Ｈ２０ Ｈ２１

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

（千円）

側溝整備の要望は毎年増加しており、整備が追い付かないい状
況である。また、官民境界が未確定な路線や流末水路等が未整
備な箇所も多く、地域全体の側溝整備のやり方について、検討す
る必要がある。

側溝整備の要望は毎年増加しており、整備が追い付かない状況
である。また、官民境界が未確定な路線や流末水路等が未整備
な箇所も多く、市内全体の側溝整備について計画的に行う必要が
ある。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

住宅建築に伴い、建築基準法により道路空地として後退させる必要が生じた時、同用地を寄付していただき

土地測量・分筆登記及び所有権移転登記後に道路整備工事を実施する。

315

２４年度 ２３年度 比較

2,063 △ 1,748

２４年度 ２３年度 比較 財源

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏

後退道路用地を寄付受けし、狭あい市道を解消し、緊急車両等を通行可能にし災害時の安全確保を図り、良好な生活環境の形成をめざす

事業コスト

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業別行政サービス成果表

事業名 狭あい道路整備事業 決算書頁 328

2,063 0

総 事 業 費 315 2,063 △ 1,748 一般財源 315

内
　
訳

事業費 △ 1,748 国県支出金

地方債 0職員人件費 0

特定財源（都市計画税）

0

再任用職員数（人） 0

公債費 0 0

参考
職員数（人） 0 特定財源（その他）

<細事業１> 狭あい道路整備事業 細事業事業費

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市道２０６号（滝山町地内）

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 面積８１．６２㎡　延長８．２ｍ

（３）概要

315
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５．事業の成果

円

・市道２０６号（滝山町地内）の後退道路用地測量について、実施した。

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

昨年に引き続き事前協議の段階から精力的に打合せ等を行い
スムーズに道路整備が完了できるように努力していく。

昨年度から同事業の条件である道路用地寄付に伴う境界確定
に問題がないかを事前協議により申請者と確認している。

今後建物建替え時期が増大すると予想されるため、まちづくり指
導室との連携を図り事業を進めていく。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

工事件数 1 0 1

土地境界確定に問題が生じることがあるので事前協議段階で申請者と協力体制を進める検
討が必要である。

設計測量等委託料 315,000

項目 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

(単位：件、㎡)

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

1 0

２４年度

測量件数 2 1 0 2 1

42.00 0.00

工事面積 4.50 0.00 42.88 42.00 0.00

寄付面積 3.55 42.88 0.00
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市山原外地内

基準点測量　N=8.0点　路線測量　L=0.50km　現地測量　A=3.0ha

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市平野１丁目地内

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 施工延長：５８ｍ

（３）概要
舗装工（車道）　Ａ＝279㎡、舗装工（歩道）　Ａ＝30㎡、街渠工　Ｌ＝27ｍ、地先境界ブロック工　Ｌ＝18ｍ

<細事業６> 市道５５号道路改良事業 細事業事業費 1,049

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 路線測量

（３）概要

<細事業７> 市道２６１号道路改良事業 細事業事業費 150,237

（３）概要

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 用地測量・物件調査

（３）概要

<細事業５> 市道１７８号道路改良事業 細事業事業費 671,972

舗装工　Ａ＝412㎡、防護柵設置工　Ｌ＝33ｍ、フェンス設置工　Ｌ＝105ｍ、区画線　Ｌ＝110ｍ

物件調査　1.0式

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市美園町地内

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 用地買収：６７３．５７㎡・施工延長：６５ｍ

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市火打２丁目地内

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市内

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（３）概要

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市見野２丁目地内

<細事業４> 市道４４号道路改良事業 細事業事業費 1,396

<細事業２> 市道１２号道路改良事業 細事業事業費 4,928

<細事業３> 道路改良管理事業 細事業事業費 630

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 用地測量・物件調査

（３）概要 物件調査　1.0式、用地測量　A=480㎡

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市小戸３丁目地内

参考
5,650

<細事業１> 市道１５号道路改良事業 細事業事業費 29,762

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 用地買収：７０．４４㎡

（３）概要 用地買戻　A=70.44㎡

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

1 0

5,000 650

再任用職員数（人）

職員数（人） 2 2 0 特定財源（その他）

1

0

職員人件費 21,702 22,004 △ 302 地方債 784,800

0 特定財源（都市計画税）

6,600 778,200
内
　
訳

事業費 859,974 31,907 828,067

公債費

国県支出金 4,500 △ 4,500

一般財源 91,226 37,811 53,415総 事 業 費 881,676 53,911 827,765

事業別行政サービス成果表

事業名 道路改良事業 決算書頁 328

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

地域の実情や幹線道路等の整備との整合を図るとともに、防災上の必要性等を勘案しながら、人にやさしい生活道路の整備を進める

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

所管部・課 都市整備部　道路整備課 作成者 参事　 西田　茂治

-369-



５．事業の成果

・市道１５号道路改良事業

道路拡幅に先立ち、用地買収を行った。

・市道１２号道路改良事業

道路拡幅に伴う、用地測量・物件調査・道路改良工事を行った。

・市道４４号道路改良事業

道路拡幅に伴う、用地測量・物件調査を行った。

・市道１７８号道路改良事業

道路拡幅に先立ち用地買収を行い、道路改良工事を実施した。

改良工事の結果、歩行者及び車両が安心して通行できるようになった。

・市道５５号道路改良事業

道路拡幅に伴う、路線測量を行った。

・市道２６１号道路改良事業

踏切改良工事の結果、歩行者及び車両が安心して通行できるように

なった。

市道２６１号 市道１７８号

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

道路拡幅用地の確保のため、相当の時間と費用が必要であり、
土地所有者に理解と協力を求めながら事業の実施に努める。

地域の実情や幹線道路等の整備との整合を図るとともに、防災
上の必要性等を勘案しながら、道路事業を実施した結果、歩行者
及び車両が安心して通行できるようになった。

しかし、市内には未整備・未改良の道路が多数あり、整備には
多額の費用が要するとともに、道路拡幅用地の確保が必要となる
ことから、相当の時間と費用が必要であり、土地所有者に理解と協
力を求めながら事業の実施に努める必要がある。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改善
点や見通しについて

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

・ 私道を市道化するために、道路と民地の境界並びに管理区域界の現地立会及び測量を実施し、道路側溝整備

　公共下水道整備等の工事を行い、市道認定に向け順次進めていく。

・ 市道化後の適正な維持管理等のため道路と民地の境界並びに管理区域界を明確にするため、現地に市境界

　プレートを布設していく。

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業別行政サービス成果表

事業名 市道化対策事業 決算書頁 330

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏

私道の市道化を実施することにより、道路網の均衡是正並びに生活道路の整備及び道路行政の促進を図る

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

一般財源 1,334

0

職員人件費 0 地方債

総 事 業 費 1,334 242 1,092 242 1,092

内
　
訳

事業費 1,334 242 1,092 国県支出金

0

再任用職員数（人） 0

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 0 特定財源（その他）

（３）概要

<細事業１> 市道化対策事業 細事業事業費 1,334

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 鼓が滝３丁目地内 、錦松台地内

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 鼓が滝３丁目地内 及び錦松台地内私道区域沿道住民
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５．事業の成果

円

円

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

(単位：千円)

77 0 0

H23 H24

境界明示板作成費 86

H20 H21 H22

○鼓が滝３丁目市道化事業

・道路整備に伴う境界立会及び道路整備後の境界復元（平成２４年度事案なし）

設計測量等委託料 0

鼓が滝市道化事業については道路事業が最終段階に入ってお
り、市道認定に向けて更に地元自治会と連携を強化していく。錦
松台市道化事業については平成２４年度は雨水排水流量等調査
を実施した。
今後、道路境界確定に向けて地元自治会と連携を行い、道路整
備に向けて事業を更に進めていく。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

○錦松台市道化事業

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

市道化事業は地元自治会が中心となり進めてていくが市との連
携が不十分なことや地権者の了解を得るのに時間を要する場合
がある。
  今後は更に連携強化に向けて取り組んでいく。

・雨水排水流量等調査の実施

調査委託料 1,333,500

0

道路境界測量費 588 2,461 481 242 0
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業別行政サービス成果表

事業名 橋りょう維持補修事業 決算書頁 332

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏

橋りょう施設の保全を行うことにより、交通の安全を図り、災害時における重要橋りょう点検補修を行う

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

一般財源 33,541

△ 957

職員人件費 9,022 9,168 △ 146 地方債

総 事 業 費 35,741 48,874 △ 13,133 45,717 △ 12,176

内
　
訳

事業費 6,267 9,677 △ 3,410 国県支出金 2,200 3,157

0

再任用職員数（人） 0

公債費 20,452 30,029 △ 9,577

参考
職員数（人） 1 1

0

0

0 特定財源（その他）

特定財源（都市計画税）

（３）概要

　　　　・橋りょう長寿命化計画策定
　　　　・市内橋りょう修繕

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

<細事業１> 橋りょう維持補修事業 細事業事業費 6,267

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市内橋りょう

-373-



５．事業の成果

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

・橋りょう長寿命化修繕計画業務委託（181橋）

・市道16号橋りょう修繕（最明寺川橋）

・市道24号橋りょう修繕（加茂小橋）

・市道178号橋りょう修繕（中橋）

・笹部地内橋りょう修繕（無名橋）

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

　　　　　（単位：件、千円）

費用 26,344 39,369 33,011 6,267

5 7 3 3 5

9,677

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

項目

橋りょう維持補修

今後、橋りょう寿命化修繕計画と橋りょう点検に基づく補修を整合し効率的な修繕を検討する
必要がある。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

予防保全的な修繕による効率的な維持管理を推進し、橋の長寿
命化を図ると共に、長期的に橋りょう管理のライフサイクルコスト
を最小にするため、橋梁長寿命化計画に基づく補修が必要であ
る。

予防保全的な修繕による効率的な維持管理の推進と橋の長寿
命化を図ってきた。今後とも橋梁長寿命化計画に基づく橋梁管理
を継続をする必要がある。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

新名神高速道路及び県道川西インター線整備事業と整合を図りつつ地元調整を行い、沿線の基盤整備を図る

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

０３　交通体系

所管部・課 都市整備部  道路整備課 作成者 参事　西田　茂治

施策目標 ０１　道路の安全性や機能性を高めます。

事業別行政サービス成果表

事業名 新名神周辺対策事業 決算書頁 340

分　野 ０４　快適安全 施　策

一般財源 30,278 20,976 9,302総 事 業 費 74,780 103,774 △ 28,994

財源 ２４年度 ２３年度 比較

△ 2,760

職員人件費 54,132 55,008 △ 876地方債

△ 13,683

23,200 △ 15,100

公債費 0 特定財源（都市計画税） 578 3,338

△ 28,118 国県支出金 9,009 22,692
内
　
訳

事業費 20,648 48,766

6 6 0 特定財源（その他）

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 新名神高速道路及び県道川西インター線沿線地区（石道、西畦野、東畦野他）住民

26,815 33,568 △ 6,753

再任用職員数（人） 0

8,100

<細事業１> 新名神周辺対策事業 細事業事業費 143

参考
職員数（人）

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（３）概要

矢問畦野線整備事業 細事業事業費 19,580

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 新名神高速道路及び県道川西インター線沿線地区（西畦野、東畦野、清流台他）住民

<細事業３>

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 新名神高速道路（延長：5.4km)、県道川西インター線（延長：3.3km)の沿線住民

（３）概要

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 延長：655ｍ，幅員：16ｍ

（３）概要

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 県道川西インター線沿線地区（石道）住民

<細事業２> 市道284号外道路改良事業 細事業事業費 925

　新名神高速道路及び県道川西インター線の整備に伴い、事業者である西日本高速道路（株）、兵庫県と地元説明会を通
じて地元の意向を汲んだ整備内容と効果的な環境対策を実施することにより、地元の理解が得られ円滑な事業実施を図
る。また、新名神高速道路の早期整備を目指す県下３市町（神戸市、宝塚市、川西市、猪名川町）で構成する期成同盟会に
参画し、県下における高速道路事業の情報交換を行なうことで共通する課題を把握し統一した解決策を探る。

　県道川西インター線が石道集落部の主たる生活道路となっている現市道を２分割する形で整備されるが、現市道は狭小
で車両のすれ違いも困難なため、兵庫県が施行する県道川西インター線の事業と整合を図りながら拡幅整備を行っていく
必要がある。

　新名神高速道路及び県道川西インター線と密接に関連する都市計画道路矢問畦野線を整備することにより、円滑な通行
が確保できるとともに、急カーブ、急勾配の市道３７９号を通行しなくても、県道川西インター線を介して高速道路や国道、県
道へアクセスできるようになるとともに道路網が構築されることから、交通の安全性と住民の利便性が向上する。また、現在
新名神高速道路及び県道川西インター線が事業中であり、これらの事業と整合を図っていく必要がある。
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５．事業の成果

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

新名神高速道路及び県道川西インター線について、地元自治会に環境対策が主体となる暫定４車線設計協議を継続し
て協議、説明しており、早期に暫定４車線設計協議書の締結を目指す。また、新名神高速道路及び川西インター線の工事
が全体的に展開されており、平成28年度供用開始に向け進捗が図られている。
新名神高速道路の関連道路として整備する矢問畦野線においては、国の社会資本整備総合交付金を受け用地買収を
行った。

Ｈ 24

20,648

20

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

48,766

設計協議について、地元自治会と環境対策を主とする暫定４車
線設計協議の早期締結が望まれる。協議、説明などを行うこと
で、事業の理解協力を得たい。また、平成28年度までは工事が継
続されるため、今後も地元自治会と協議調整を図り事業進捗に努
める。
新名神周辺対策事業については、新名神高速道路及び川西イ
ンター線に関連する道路整備を進めるため、継続的な用地交渉、
用地買収及び工事等により、事業の展開、事業の進捗を図る。
また、 新名神高速道路等に関連するインフラ整備、移設等の
庁内調整を進める。

西日本高速道路（株）及び兵庫県と共に新名神高速道路及び関
連道路整備事業について、平成28年度の供用開始に向け事業の
進捗を図る。
工事において、事業区間の自治会には負担がかかるため、各事
業者の協議調整により、理解と協力を得られるよう努める。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

18

Ｈ 20 Ｈ 21 Ｈ 22 Ｈ 23

事 業 費（千円） 191 14,741 4,483

説 明 会 回 数 20 15 24

新名神周辺対策事業
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

　市民の交通安全意識及び交通モラルの向上を図り、交通事故を未然に防ぐため、関係機関との連携を行いながら、市内

各所で交通指導員による交通安全教室の実施及び交通安全啓発活動を行った。

　交通事故により保護者を失った交通遺児を激励するとともに、その健やかな育成と福祉の増進に寄与することを目的と

して、川西市交通遺児激励金支給条例に基づき交通遺児激励金を支給した。

（＊支給対象は、鉄道、船舶、航空機の運行によって生じた事故にも適用できることとなっている。）

（３）概要

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（３）概要

〈細事業２〉 交通遺児激励事業 細事業事業費

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 交通事故により保護者を失った小学生・中学生

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

495

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 小学校、幼稚園、保育所、うさちゃんクラブ、その他交通安全教育の参加者　他

0

再任用職員数（人） 0

<細事業１> 交通安全啓発事業 細事業事業費 10,454

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 1 1 0 特定財源（その他）

一般財源 19,971

0

職員人件費 9,022 9,168 △ 146 地方債

総 事 業 費 19,971 20,567 △ 596 20,567 △ 596

内
　
訳

事業費 10,949 11,399 △ 450 国県支出金

交通安全に関し、各種安全指導その他諸活動を行い、交通安全意識及び交通モラルの高揚に努める、交通事故により保護者を失った交通遺児を激励する

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業別行政サービス成果表

事業名 交通安全啓発事業 決算書頁 146

施策目標 ０２　交通事故を減らします。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏
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５．事業の成果

1 （単位：人）

交通安全教室参加者は年度により変動があるが、交通安全啓発に効果があったと判断している。

2 交通遺児激励金支給人数推移 （単位：人）

受給者数は該当児童等の人数により増減があるが、激励という事業主旨に照らし、成果があったと判断している。

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

２４年度

支給人数 11 15 13 14

1,044

3,920 3,513 3,115 3,044 2,260

1,518 1,358 1,397 1,304

２４年度

うさちゃんクラブ 1,850 2,193 1,698 1,112 1,437

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C 児童・高齢者等の年齢階層ごとに必要となる安全教育を柔軟に組み合わせ実施する。

計

11

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

交通弱者である幼児、児童、高齢者等の世代別の交通安全教
室開催内容の検討を重ねるとともに、広報誌、ホームページなど
を使い交通安全運動や道路交通法改正などタイムリーな情報の
提供を進めた。今後も、年齢層ごとの交通安全教室等の事業を継
続して実施していく必要がある。

交通遺児の心のケアといった観点から、激励また経済的負担を
少しでも緩和するため、交通遺児激励事業を継続していく必要が
ある。

「高齢者及び子どもの安全確保」を重点課題と定め、各種の安
全指導活動を行い、交通安全意識及び交通モラルの高揚に努め
るとともに、交通弱者である幼児、児童、高齢者等の安全を一層
確保するため、市民への交通安全思想の普及を基本に啓発を進
める。

8,546

小学校

幼稚園

保育所

その他

2,090

1,054 837 990 1,289

9,910 9,303 8,326 8,265

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

1,568 1,402 1,126 1,516 1,715

交通安全教室参加者数
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

交通安全施設(防護柵、道路反射鏡、道路照明灯、区画線、標識、安全灯)の修繕及び保守管理を道路パトロールや

市民からの通報により、適切に実施している。

交通安全施設(防護柵、道路反射鏡、道路照明灯、区画線、標識、安全灯)を適切に新設整備する。

２４年度２４年度 ２３年度 比較 財源

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業別行政サービス成果表

事業名 交通安全施設整備事業 決算書頁 316

施策目標 ０２　交通事故を減らします。

所管部・課 都市整備部　道路管理課 作成者 課長　河合  章宏

市民生活に密着した交通安全施設を整備し、通行の安全確保と事故防止に資する

事業コスト

一般財源 187,050

0

職員人件費 36,088 27,504 8,584 地方債

総 事 業 費 188,749 173,134 15,615

7,031 国県支出金
内
　
訳

事業費 152,405 145,374

２３年度 比較

173,134 13,916

特定財源（その他） 1,699

公債費 256 256 0 特定財源（都市計画税）

参考
職員数（人） 4 3

0

0

1,699

再任用職員数（人） 0

1

35,179

<細事業１> 交通安全施設管理事業 細事業事業費 117,226

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市内全域

〈細事業２〉 交通安全施設新設事業 細事業事業費

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 2,246件　（修繕件数）

（３）概要

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市内全域

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 40件　（新設工事件数）

（３）概要
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５．事業の成果

交通安全施設管理事業

交通安全施設維持管理状況

交通安全施設新設事業

交通安全施設新設整備状況

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

（単位：件・ｍ）

（単位：件）

道 路 反 射 鏡 修 繕 50

49 26

2,605 2,500 2,433 2,258 2,163

防 護 柵 等 修 繕 37 47 43

H20 H21 H22 H23 H24

安 全 灯 修 繕

案 内 標 識 等 修 繕 35 31 19

計 2,727 2,632 2,544

H23 H24

54 49 48

2,365 2,246

10 2

55

H20 H21 H22

34 32

防 護 柵 設 置 延 長 509.8 542.2 526.7 534.1 451.4

道路反射鏡設置数 43 52 34

24 5

区 画 線 設 置 延 長 14,840.90 10,578.90 11,363.10 13,053.40 22,890.00

標 識 等 設 置 数 12 39 6

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C
安全灯に関して、設置コストを考慮しながら消費電力を抑制できるLED照明等への変更
を積極的に行っていく必要がある。

安 全 灯 設 置 数 107 192 127 90 71

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

現在の施設状況を把握し、管理の強化と共に交通事故の減少、
犯罪の減少に努める。
安全灯については、消費電力を抑制できるLEDへの器具交換を
耐用年数に達したものから順次行い、需用費（電気料金）のコスト
ダウンに努める。

道路照明灯・安全灯の独立柱、道路反射鏡・警戒標識支柱、案
内標識柱が経年劣化で支柱の根腐れが発生しており、転倒によ
る交通障害が予想されるため、パトロールを行うと共に順次建替
え等を行い交通事故防止に努める。

市民生活に密着した交通安全施設を適切に維持管理をし通行
の安全確保と事故防止ため、パトロールや通報により努力実施し
一定の成果があった。しかし、より市民の安全を確保するために
は事業の継続を必要とする。
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

運行路線図

課長　田中　仁志

市立川西病院利用者及び沿線住民等の生活利便性の向上

２４年度 ２３年度 比較財源

所管部・課 都市整備部　都市・交通政策課 作成者

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

事業別行政サービス成果表

事業名 路線バス運行支援事業 決算書頁 314

国県支出金 0

一般財源 23,795 23,941 △ 146総 事 業 費 23,795 23,941 △ 146

0

職員人件費 9,022 9,168 △ 146 地方債

0 特定財源（都市計画税）

0
内
　
訳

事業費 14,773 14,773 0

公債費

1 0 特定財源（その他）

0

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市立川西病院利用者、市民等

参考
0

再任用職員数（人）

職員数（人） 1

<細事業１> 路線バス運行支援事業 細事業事業費 14,773

施策目標 ０３　公共交通機関の利便性を高めます。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 平成２４年度　利用者数　２１５,０１３人

（３）概要
「運行欠損額補助」

　当該事業は、市立川西病院利用者及び沿線地域住民等にとって必要不可欠なバス路線の確保である。　この事業は、公共交通事
業者が独自の経営では実施できない路線であるため、損失補填を行うことによりバスを運行し、市立川西病院利用者及び沿線住民等
の利便性の向上を図っている。
　運行路線については、能勢電鉄平野駅～緑台～向陽台～水明台～清流台～西畦野～市立川西病院～東畦野～能勢電鉄山下駅
～大和地域である。

川西病院前 大
和
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目
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館
前

第三自治館前大
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四
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目

大
和
東
二
丁
目

大
和
西
五
丁
目

大
和
西
三
丁
目

第
八
公
園
前

第
十
公
園
前

山下駅前

東谷行政センター前

大和東三丁目文珠橋

グリーンハイ
ツ北

陽明小学校前

西畦野

向陽台三丁目

グリーンハイツ

センター

大和西二丁目

牧の台小学校前

大和西１丁目

大
和
自
治

会
館
前

緑
台
公
民
館
前

緑
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四
丁
目

川
西
病
院

平
野
駅

畦野駅
大和東１丁目
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５．事業の成果

運行欠損額補助

　当該路線利用者数：人

利用者数

※各年度（前年１０月１日～当該年９月３０日）

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

年度当初に「覚書」を締結し、バス運行にあたり収入が経費に満
たない場合は、その差額を補填することになっているため、今後と
も補助金の低減化を図るための方策を検討していく。利用者増の
ための交通事業者（阪急バス）の取組みとして、高齢者、学生に
対する割安に利用できるパス等を販売して営業努力に努めている
が、乗降客はほぼ横ばいで推移しており、なお一層の努力を要請
する。

市立川西病院が移転し、公共交通で通院できるように整備が出
来たが、支援路線の年間利用者は、ほぼ横ばいで推移している。
今後は、少子高齢化に伴い通勤利用者は減少し、昼間の日常生
活での利用が増えていくものと思われる。 そこで、地域の実情に
合わせた運行を視野に入れて、事業者や住民と協働で赤字削減
に取り組んでいきたい。

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

H２０年度 H２１年度 H２２年度

市、交通事業者、利用者そして地域の適切な役割分担を踏まえ、今後、事業の継続について
検討していく。

H２４年度

236,244 220,152 225,716 221,892 215,013

H２３年度
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

   公共交通であるバスにおいて、高齢者や子供等が利用する際の身体の負担軽減を図るために、ノンステップバスの導入が
求められている。
　バリアフリー新法の基本方針が平成２３年３月３１日付で改正され、新たに平成３２年度までにバス全体の７０％をノンステッ
プバスにすることが目標とされた。しかし、車両価格が通常車両価格より高いため、ノンステップバスの普及が進まない状況に
ある。
　以上のことから、導入促進を図るため、ノンステップバス価格と通常車両価格の差額に対して、国・県・市の協調補助にて対
応している。

参考
0

<細事業１> 958

（３）概要

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市・猪名川町にまたがるバス運行路線のノンステップバス利用者

ノンステップバス導入支援事業 細事業事業費

再任用職員数（人）

職員数（人） 0

地方債 0

特定財源（都市計画税）

特定財源（その他）

0

職員人件費 0

0公債費

施策目標 ０３　公共交通機関の利便性を高めます。

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０３　交通体系

内
　
訳

事業費 958

16958 942

0

総 事 業 費 958 942 16

課長　田中　仁志

２３年度 比較

一般財源

942 16

事業別行政サービス成果表

事業名 ノンステップバス導入支援事業 決算書頁 320

0国県支出金

所管部・課 都市整備部　都市・交通政策課 作成者

事業コスト ２４年度 ２３年度

高齢者・障害者等のバスを利用した移動の利便性及び安全性の向上を図る

２４年度比較 財源
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５．事業の成果

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

2

２３年度

128

57

44.5

２３年度

2

131

65

49.6

2

32.0 35.5 39.5

２１年度 ２２年度

49内ノンステップバス（台）

導入率　 （％）

125

２４年度

44

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

40

　　　　　ノンステップバス市補助台数

２０年度

補助台数（台） 2 2

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から

当初のバリアフリー基本方針では平成２２年度までにバス全体
の３０％をノンステップバスにすることが目標とされていたが、その
目標をクリアし、平成２４年度中に導入率が４９．６％まで進捗して
いる点は評価できる。

バリアフリー新法の基本方針が、平成２３年３月３１日付で改正
され、新たに平成３２年度までにバス全体の７０％をノンステップ
バスにすることが目標とされたため、新たな目標に向けて、関係
機関と調整しながら事業を継続して実施する。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

124 124

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２４年度

　　　　　ノンステップバス導入状況

バス総台数（台）
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

大規模災害発災時には、行政の初期活動体制が不十分となることが想定され、地域住民で組織された自主防災組織

による防災活動が重要となるため、地域の防災力の向上を目的として自主防災組織の活動を支援した。

〈支援内容〉

・各自主防災組織が実施する学習会や防災訓練に職員を派遣し、防災に関する啓発活動を実施するとともに、消火・

　救出救護・避難誘導方法等を指導した。

・各自主防災組織に補助金を交付し、活動の活性化を図った。

・自主防災組織に関する各種助成制度などの情報を提供した。

地域防災力の向上を図ることにより、災害に強いまちづくりをめざす

２４年度 ２３年度

所管部・課 総務部　危機管理室 作成者 主幹　岡本　勝

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業別行政サービス成果表

事業名 自主防災組織支援事業 決算書頁 146

比較

総 事 業 費 3,102 3,094 8 一般財源 252 244 8

財源

8

公債費 0

内
　
訳

事業費 3,102 3,094 国県支出金 0

0

職員人件費 0 地方債 0

特定財源（都市計画税）

0

2,850 2,850 0

再任用職員数（人）

職員数（人） 0 特定財源（その他）
参考

自主防災組織支援事業 細事業事業費 3,102

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 各自主防災組織

施策目標 ０１　地域の防災力を高めます。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 市内１４組織

（３）概要

<細事業１>
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５．事業の成果

・各自主防災組織が実施する学習会や防災訓練、図上訓練等に職員を派遣し指導した。

・土砂災害等の防災情報や、災害時要援護者支援に関する情報を提供するとともに、これらを各自主防災組織の実動

　訓練に積極的に取り入れた。

・各種助成制度を活用した自主防災組織では、独自の防災訓練等を実施された。

・自主防災組織等を通じてお知らせした防災リーダー養成講座を受講され、資格を取得された方に、交通費や登録料を

　助成した。

自主防災組織等の訓練等回数

 年　度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

   訓練回数 ４６回 ４２回 ４５回 ４８回 ５０回

防災リーダー資格取得者数

 年　度 Ｈ２０以前 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 合計

資格取得者数 １４人 ２人 ３人 ９人 ９人 ３７人

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

各自主防災組織では、活発に防災訓練等を実施され、防災意
識の向上がみられるが、訓練内容などに地域差があるため、今後
も地域と連携し防災の重要性について啓発していく必要がある。

また自主防災組織間の交流や情報交換を行うなど、各組織の
防災体制の強化を図るとともに、小学校等と連携した訓練を実施
するなど、地域に根付いた防災体制の確立をめざす必要がある。

各自主防災組織の活動の活性化を図るとともに、多くの住民が
訓練に参加できるよう、防災に関する啓発活動を積極的に行うな
ど、過去の災害事例にとらわれることなく最悪の事態に遭遇する
ことを念頭に、危機意識を持って訓練を実施するよう指導する必
要がある。また、地域の防災指導者となる防災リーダーの育成に
も努める。

自主防災組織と連携を図り、地域住民の防災力をさらに高める必要がある。

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

借受人に対し、償還指導や個別訪問を行うとともに、経済情勢の変化により生活形態が著しく変化し、通常の償還方法

では返還できない人へ少額返済を奨励し、償還の促進を図った。

1

施　策 ０４　消防・防災

<細事業１>

△ 3,396

施策目標 ０１　地域の防災力を高めます。

（３）概要

災害援護資金管理事業 細事業事業費 291

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地）

２４年度 ２３年度 比較

総 事 業 費 12,238 15,839 △ 3,601 一般財源 5,329 8,725

事業別行政サービス成果表

事業名 災害援護資金管理事業 決算書頁 188

公債費

6,909

再任用職員数（人）

0

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

1

阪神大震災での災害援護資金借受人

参考
7,114 △ 205

事業コスト ２４年度

内
　
訳

事業費 291 145 146

分　野 ０４　快適安全

阪神大震災での災害援護資金借受人に対し、償還の促進を図る

0

0

特定財源（都市計画税）

職員数（人）

国県支出金

8,289 6,526

9,168 △ 5,510 地方債

作成者

1 △ 1 特定財源（その他）

1,763

２３年度 比較 財源

課長　丸野　俊一

職員人件費 3,658

所管部・課 健康福祉部　福祉政策課
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５．事業の成果

一括返済が不可能な者には少額返済を指導し、償還の促進を図った。

《貸付件数・貸付金額》

１，５７３，３００千円

《平成２４年度末貸付金状況》

完済率：７９．６％

償還率：８６．０％

平成２４年度末残債者：１６５件（内少額支払１１４件）

《償還内訳》 （単位 ： 千円）

平成１８年度 平成１９年度

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

平成２０年度

借受人、相続人等の現状把握について効率化を図る必要があり、事業推進のために専門性
をもった人材の活用が必要。

平成６年度貸付分については平成２２年度に、平成７年度貸付
分については平成２３年度に、それぞれ市から県への償還期限が
到来したものの、３年間の履行延期申請を行った。

借受人、保証人ともに高齢となり返済能力の低下が窺えるが、
現状把握に努め、少額返済の奨励、悪質滞納者への法的処置等
を講じながら引き続き償還の促進を図っていく。

借受人、保証人ともに高齢となり返済能力の低下がみられる
が、引き続き少額返済の奨励などによる回収に努めるとともに、
悪質滞納者については、法的処置を講じるなど償還の促進を図
る。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

平成２１年度

当初貸付件数             ８１０件

当初貸付元金

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

平成２４年度末　　完済者 　　　　　　　　　　　　　６３７件

平成２４年度末償還免除（８件） 　　　　　　　　　　１０，６０６千円

平成２４年度末までの償還元金 　　　　　　　１，３４２，７３９千円

償還額 １８，９０６ １２，９４２ １１，８８１ １０，３９７ ７，５２３ ７，８１６ ６，０６８

免除 ５，６７０ ２，７８６

２３６，６２５ ２２６，０２３ ２１９，９５５未償還額 ２７９，３６９ ２６６，４２７ ２５４，５４６ ２４４，１４８
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

0

0

再任用職員数（人）

職員数（人）

１０世帯

（３）概要

<細事業１> 災害救助事業 細事業事業費 1,097

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 災害による被災世帯

0

地方債

0

0

事業コスト ２４年度

特定財源（その他）

国県支出金

特定財源（都市計画税）

参考

施策目標 ０１　地域の防災力を高めます。

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

２３年度 比較

総 事 業 費 1,097 380 717 一般財源 1,097 380 717

事業別行政サービス成果表

事業名 災害救助事業 決算書頁 240

職員人件費 0

市内に発生した災害による被災者に対し、見舞金を給付する

　家屋の半焼・半壊以上の被害及び床上浸水、火災の場合の水損、死者、重傷者の世帯に見舞金を給付する。
また、おおむね１０世帯以上の全焼、全壊又は流失の被害を受けた世帯に生活必需品購入費を給付する。

内
　
訳

事業費 1,097 380 717

公債費

所管部・課 健康福祉部　福祉政策課 作成者 課長　丸野　俊一

２３年度 比較 財源

0

0

２４年度
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５．事業の成果

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

平成24年度

件数 支給額 件数 支給額 件数 支給額 件数 支給額 件数

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

300千円 9件 450千円

0千円

支給額

火災による全焼 2件 100千円 1件 50千円 4件 200千円 6件

火災による半焼 0件 0千円 0件

3件 150千円

1件 20千円 1件 20千円 0件 0千円

火災による死亡 1件 50千円 0件 0千円 2件 100千円 1件 50千円

1件火災による水損 0件 0千円 0件 0千円 2件 20千円 1件 10千円

0件 0千円 0件 0千円

10千円

水害による床上浸水 0件 0千円 0件 0千円 0件 0千円

150千円 1件 50千円

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

川西市社会福祉協議会、日本赤十字社とともに、市として被災
世帯に対してお見舞いをすることは必要であるため、今後も継続
実施していく。

  川西市社会福祉協議会、日本赤十字社とともに、市として被災
者に対してお見舞いをすることは必要であるため、今後も継続し
て実施していく。

610千円9件 340千円 9件 380千円 13件合計 3件
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

○平成７年度に、被災者の住宅復興を支援するための住宅融資あっせん制度として発足させたが、

　 平成８年度に新規貸付を終了しており、現在は返済及び残高に応じた預託のみ行っている。

課長　中西　成明

被災者の住宅復興支援

２４年度 ２３年度 比較財源

所管部・課 市民生活部　産業振興課 作成者

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

事業別行政サービス成果表

事業名 労働者災害復興支援事業 決算書頁 286

国県支出金 0

一般財源 0総 事 業 費 790 940 △ 150

0

職員人件費 0 地方債

0 特定財源（都市計画税）

0
内
　
訳

事業費 790 940 △ 150

公債費

再任用職員数（人） 0
参考

790 940 △ 150職員数（人） 0 特定財源（その他）

労働者災害復興支援事業 細事業事業費 790

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 阪神淡路大震災で被災した勤労者で、市内に自ら住宅を建築又は購入しようとする者　ほか

施策目標 ０１　地域の防災力を高めます。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 債務者　１人　債務金額　３，１７１千円

（３）概要

<細事業１>
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５．事業の成果

　・　災害復興住宅資金融資あっせん制度（Ｈ２４．３月末）

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

平成７年に発生した阪神・淡路大震災により居住する家屋が全
壊または半壊となった勤労者に対し、住宅建築等に必要な資金の
融資を行ってきたが、残る貸付件数１件についても順調に償還さ
れており、制度目的である被災勤労者の生活環境の再建及び改
善に一定寄与できたと考える。

  貸付件数は残り１件で、平成３３年度に終結予定（２５年返済）

792,738 1/4

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

貸付年度 件数 債務残高 預託金 預託倍率

8 1 3,170,955

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から

合計 1 3,170,955 ≒792,000

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

平成７年の阪神・淡路大震災発生時に設立した「川西市中小企業振興資金（災害特別資金）融資あっせん制度」について、

債務残高がある金融機関に対し、預託を継続する。

債務者　２人　債務金額　１，５７２千円

（３）概要

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 阪神淡路大震災で被災した中小企業者

△ 90

再任用職員数（人） 0

<細事業１> 中小企業者災害復興支援事業 細事業事業費 400

490

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 0 特定財源（その他） 400

一般財源

0

職員人件費 0 地方債

総 事 業 費 400 490 △ 90 0

内
　
訳

事業費 400 490 △ 90 国県支出金

被災中小企業者の復興支援

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

施策目標 ０１　地域の防災力を高めます。

所管部・課 市民生活部　産業振興課 作成者 課長　中西　成明

事業別行政サービス成果表

事業名 中小企業者災害復興支援事業 決算書頁 298
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５．事業の成果

○川西市中小企業振興資金（災害特別資金）融資あっせん制度（Ｈ２４．３月末）

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

預託倍率

1/4

合計 ２件 1,572,000円 ⇒400,000円

債務残高

1,572,000円

預託額

393,000円

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から

貸付年度

平成７年度

件数

２件

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

平成7年に発生した阪神・淡路大震災により被災した市内中小
企業者に対し、事業の再建と経営の安定、向上を図るために長期
で低利な資金の融資を行った。

貸付件数は残り２件で、平成２９年度に完済予定であり、制度
の目的は達成されている。

阪神・淡路大震災の被災者向けの貸付のため、平成２９年度に
完済後、終了予定。

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

消防法や火災予防条例等は、火災の発生防止等のため、市の区域内に存する人（居住している人及び事業者を含む。）

に対して、遵守義務を定めている。例えば、一般住宅での住宅用火災警報器の設置義務、一定の規模の社会福祉施設での

スプリンクラー設備の設置義務、ガソリンスタンドを設置する場合の許可を受ける義務など多くの規制がある。これらの規制が

適法に推移するよう、事業所の防火に係る届出や申請に基づく許認可等の審査及び検査を行っている。さらには、消防法に

基づき、事業所への立ち入り検査を行い、違反事項の是正指導や死傷者が発生した場合の社会的責任を事業所関係者に認

識させることで、自らが火災予防に励み、事業所全体に防火意識が普及するよう指導している。 また、市民の防火意識が向

上するよう、命を守る防火教室や一人暮らし高齢者宅の防火訪問を行っている。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

市の区域内に存する人（居住している人及び事業者含む。）

参考
708 734 △ 26

再任用職員数（人）

0

（３）概要

<細事業１> 火災予防体制推進事業 細事業事業費 881

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地）

職員数（人） 9 9 0 特定財源（その他）

0

職員人件費 81,198 82,512 △ 1,314

△ 1,482

施策目標 ０１　地域の防災力を高めます。

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業コスト ２４年度 ２４年度 ２３年度 比較

総 事 業 費 82,079 83,571 △ 1,492 一般財源 81,316 82,798

事業別行政サービス成果表

事業名 火災予防事業 決算書頁 370

0

特定財源（都市計画税） 0

地方債

国県支出金 55 39 16

参事　喜谷　隆一

火災の少ない街づくりに寄与するとともに市民の安全・安心を確保すること

内
　
訳

事業費 881 1,059 △ 178

公債費

２３年度 比較 財源

所管部・課 消防本部　予防課 作成者
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５．事業の成果

事業所への立ち入り検査では、立ち入り検査の間隔が長期間とならないように定期的に実施した結果、火災予防の実施主体が

事業所の関係者にあるという認識が根付き、適法な状態が維持され、従業員及びその事業所を利用する市民の安全が図られて

いる。危険物許可施設については、地下貯蔵タンクからの油漏れ防止対策の消防法が改正されたことにより、全ての適用事業所に

対し説明及び指導を行った結果、経過措置の期限内に違法状態になることなく、法令改正どおり改修された。また、住宅用火災警報

器の設置促進については、一人暮らし高齢者宅の防火訪問、市ホームページへの掲載及び命を守る防火教室など多数の人が集う

場所で指導を行った結果、川西市内の住宅用火災警報器の設置率は87.４%に達し、全国平均77.5%(平成２４年６月現在)を上回った。

危険物許可施設数及び査察数

防火対象物(事業所)数及び査察数

一人暮らし高齢者宅の防火訪問

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

Ｈ２０

住宅用火災警報器の設置が完全義務化(平成２３年６月１日）さ
れて以降、命を守る防火教室などの対面広報により、設置率が８
７．４％と昨年より４．４％上昇している。今後は、住宅用火災警報
器の点検及び維持について周知する必要がある。

住宅用火災警報器の設置促進が一応完了したことにより（設置
率８７．４％）、今後は、街頭広報や各種訓練、イベント開催時等に
おける広報及びホームページや広報誌への掲載により、住宅用
火災警報器の点検及び維持の必要性について周知を図り、火災
の少ない街づくりのため、市民の防火意識が向上するよう種々の
啓発活動を行う。

Ｈ２４

施設数 １６９施設 １６４施設 １６５施設 １６０施設 １３９施設

年度

妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

自己評価

評価者
担当部長

A

Ｈ２３ Ｈ２４

査察数 １２８回 １３２回 １０２回 １９９回

年度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

２１７回

施設数 ２,３５４施設 ２,３５４施設 ２,４００施設

査察数 ７６３回 ９４０回 ９３６回

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

２,４３３施設

９４６回 ８４１回

２,４２０施設

Ｈ２４

訪問回数 ３１８回 ５６５回 ６２８回 ３３４回 ３５３回

年度 Ｈ２０
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

市水防訓練 　　　　　 消防出初式

防火啓発活動 礼式訓練

分　野 施　策

消防本部　総務課 作成者

０４　快適安全

所管部・課

２３年度

課長　福田　保

比較

０４　消防・防災

比較

消防団活動の支援

財源 ２４年度 ２３年度

△ 8,867

事業別行政サービス成果表

事業名 消防団活動推進事業 決算書頁 374

事業コスト ２４年度

０１　地域の防災力を高めます。施策目標

総 事 業 費 84,825 86,464 △ 1,639 一般財源 74,108 82,975

0

9,022 9,168

△ 2,919 国県支出金

△ 146

1,426

60,025 0

地方債 0

特定財源（都市計画税）

内
　
訳

事業費

公債費

職員人件費

62,944

15,778 14,352

7,228
参考

職員数（人） 1 1 0 特定財源（その他） 10,717 3,489

再任用職員数（人） 0

<細事業１> 細事業事業費 58,001消防団活動推進事業

女性消防団活動推進事業

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 消防団男性団員

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） ３５９人

〈細事業２〉 細事業事業費

　消防団活動を支援するため、男性消防団員の報酬、災害・訓練・警備等に係る出場手当、消防団員退職報償金、消
防団車両や消防団格納庫の維持管理費等を支出するとともに、消防団活動に必要な活動服等を貸与する。また、消防
団員等公務災害補償基金や消防団員退職報償基金への掛金等も支出する。

（３）概要

（３）概要

消防団女性団員

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） １９人

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地）

2,024

　女性消防団員の報酬、災害・訓練・警備等に係る出場手当、消防団員退職報償金等を支出するとともに、消防団活動に
必要な活動服等を貸与する。
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５．事業の成果

消防団員の実員数

消防団員の出場状況

市消防団ポンプ操法大会 消防団員ＫＹＴ（危険予知訓練）研修

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

少子高齢化や就業形態の変化等に伴い、消防団員の確保が困
難な状況であるとともに、団員の高齢化が進展し、高齢の団員の
退団が相次いでいる。しかし、大規模災害などの非常時や各地区
での防火・防災の啓発活動においては、消防団員の動員力や消
防団員の有する能力・知識が不可欠であるため、今後も団員の確
保に努めるとともに、資質の向上のため訓練や研修等を実施する
必要がある。

地域防災の要となる消防団員は、全国的にみても年々減少して
おり、本市においても同様である。しかし、消防団の有する「要員
動員力」「地域密着性」「即時対応力」は、大規模災害時や、地域
の防災力の向上に不可欠である。

今後も、女性消防団員も含め、条例定数を満たすよう団員の確
保に努めるとともに、消防団員の資質向上のため、様々な災害状
況に応じた訓練や安全管理等を目的とした研修等を実施し、消防
団活動を支援していく。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

362 359

有効性の視点から効率性の視点から妥当性の視点から

自己評価

評価者
担当部長

A

男 性 団 員 ( 人 ） 351 361 363

（年度末現在）

H20 H21 H22 H23 H24

20 19

合　　計 368 376 381 382 378

女 性 団 員 ( 人 ） 17 15 18

H23 H24

火災等出場(人） 583 589 512 836 856

H20 H21 H22

1,217 1,229

年 末 警 戒 （ 人 ） 699 719 722 688 685

訓練等出場(人） 1,523 1,230 1,369

消防団は団本部及び11分団31部で構成されており、条例定数418人のところ年度末の実員数は378人である。男性団員は概ね各地域
の住民で組織されているが、住民が少ない地域では勧誘努力にもかかわらず、部の活動を休止せざるを得ない部もあるため、各地
域の状況に応じて、部の統合や定数配分について検討することも必要である。

合　　計 2,805 2,538 2,603 2,741 2,770

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

-398-



１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

・警鐘塔撤去工事

第７分団石道部　警鐘塔撤去工事（老朽化による撤去）

課長　福田　保

消防団格納庫及び消防団車両の整備

２４年度 ２３年度 比較財源

所管部・課 消防本部   総務課 作成者

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業別行政サービス成果表

事業名 消防団施設整備事業 決算書頁 376

国県支出金 0

一般財源 840 840総 事 業 費 840 840

0

職員人件費 0 地方債

0 特定財源（都市計画税）

0
内
　
訳

事業費 840 840

公債費

特定財源（その他）

0
参考

0

再任用職員数（人）

職員数（人） 0

消防団施設整備事業 細事業事業費 840

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 消防団　１１分団 ３１部

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 消防団格納庫　３０棟、消防団車両　３２台

（３）概要

第７分団芋生若宮部格納庫の屋根葺き替え後の状況　　

施策目標 ０１　地域の防災力を高めます。

<細事業１>

 　消防団格納庫の維持管理及び消防団車両の整備事業で、２４年度は次のとおり実施した。

・消防団格納庫の維持管理

第７分団芋生若宮部格納庫の維持管理工事
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５．事業の成果

消防団活動の充実を図るため、消防団格納庫１棟の維持管理工事を行った。

車 両 更 新　H20　第３分団火打部　H22　第２分団小戸部、第４分団久代部、第１０分団黒川部

格納庫建替　H20  第２分団小戸部　　H21  第５分団新田部、第８分団西畦野部

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

消防団格納庫や消防団車両の中には、経年により老朽化がみ
うけられる部もあるが、消防団格納庫については、定期的に点検
するとともに、各部からの修理依頼等にもとづき、可能な限り修繕
工事を行う。また、消防団車両においても老朽化した車両を年次
的に買替え、常に適切な状態で消防団活動が行われるよう環境
を整備していく。

消防団格納庫は車両と詰所の一体型として順次整備しており、
詰所のない格納庫や、老朽化の激しい格納庫の建替えについ
て、検討していく必要がある。また、消防団車両においても、老朽
化した車両を年次的に買替えを検討する必要がある。

H24

00

H20 H21 H22 H23

車 両 更 新 ( 台 ） 1 0 3

老朽化により建替え時期を迎えている消防団格納庫もあるが、適当な建設用地が無いため
建替え計画が策定できない部がある。

格納庫維持管理工事（棟） 0 0 1 0

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から

0

1

火災予防運動中の放水訓練

火災予防運動中の放水訓練

格納庫建替（棟） 1 2 0 0
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

・赤松地内里道災害復旧工事

・西多田1丁目地内災害復旧工事

・東畦野地内災害復旧修繕

参事　 西田　茂治

豪雨や台風により被災を受けた道路等を早急に復旧し原状回復を図る

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

6,144

事業別行政サービス成果表

事業名 道路等災害復旧事業 決算書頁 452

財源

所管部・課 都市整備部　道路整備課 作成者

２４年度 ２３年度 比較

総 事 業 費 7,202 1,058 6,144一般財源 7,202 1,058

6,144

公債費 0

内
　
訳

事業費 7,202 1,058 国県支出金 0

0

職員人件費 0 地方債 0

特定財源（都市計画税）

0 特定財源（その他）

0

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市赤松地内

参考
0

再任用職員数（人）

職員数（人）

<細事業１> 道路等災害復旧事業 細事業事業費 7,202

施策目標 ０１　地域の防災力を高めます。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 施工延長：１２ｍ

（３）概要

赤松地内里道災害復旧工事

１ ２ ０

１ １ ６ ． １

１ ２５ ． ８

１
３
０

赤松

１ ４１ ． １

１ ４ ０． ８

１ ２ ８ ． ８

猪名川通信所

関西セルラー電話

１
８
０

１ ６ ６ ．２

１ ４ ４． １

１ ８ ２． ２

１ ０４ ． ８

１ ０ ７． ５

清和台西二丁目
１ ０ ６ ．８

１ ０ ８ ．８

１ ３ ０ ．０

１３ ４ ． ４

４

３
１３ ５ ． ４

１ ３ ５． ４

ル

ー

プ

１ ３
０

１ ２ ３ ．４

Ｗ

市立 清和台 中学 校

清和台西二丁目

養護学校

市立川西

１３ ６ ． ９

１ ２ ５ ．１

１ ３４ ． ４

１４
０

１ ３６ ． ９

１
５
０

１ ５ ２． ６

１ ３０ ． ７

１ ４８ ． ３

１ ５ ３ ．８

高原寺

１５ ６ ． １

赤松自治会館

１ ８ ６ ．５

１ ６ ６． ４

１ ６ ４ ． ３

１ ３ ０ ．０

１ ３ ５ ．３

１８ ８ ． ７

１
９
０

２ １ ２． ２

２４ ６ ． ０

１ ７ ８ ．６

中山公園

１ １ ３ ．０

清和台西二丁目

１２ ０ ． ２

１ １ ４ ．５

清和台西三丁目

１ １ ６ ． ７

１ １ ９． ３

１ ２ ４． １

災害箇所

位　置　図

赤松地区災害箇所
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５．事業の成果

・里道のり面の復旧をすることにより、里道の安全確保が図られた。

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

災害に強い道路と災害発生後の迅速に対応できる体制が必要
である。

災害に強い道路と災害発生後の迅速に対応できる体制が必要
である。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

赤松地内里道災害復旧工事
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

武力攻撃事態等から市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活及び経済に及ぼす影響が最少となるよう、

住民の避難、避難住民の援護、武力攻撃災害への対処など保護措置を的確にかつ迅速に実施することを目的と

して定めた「川西市国民保護計画」を見直すなど必要な措置を行った。

武力攻撃事態等から市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活及び経済に及ぼす影響を最少にする

２４年度 ２３年度

所管部・課 総務部　危機管理室 作成者 主幹　岡本　勝

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業別行政サービス成果表

事業名 国民保護事業 決算書頁 144

比較

総 事 業 費 17 79 △ 62 一般財源 17 79 △ 62

財源

△ 62

公債費 0

内
　
訳

事業費 17 79 国県支出金 0

0

職員人件費 0 地方債 0

特定財源（都市計画税）

0

0

再任用職員数（人）

職員数（人） 0 特定財源（その他）
参考

国民保護事業 細事業事業費 17

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市民及び市域内への通勤、通学者並びに旅行等で市域内に滞在する人等

施策目標 ０２　行政の防災力を高めます。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（３）概要

<細事業１>
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５．事業の成果

　武力攻撃事態等が発生した場合、市民の生命、身体、財産を保護するため、国、県及び他市町の関係機関と

連携、協力して迅速、的確に住民の避難や救護体制を整備する必要があるため「市国民保護法計画」を見直

した。

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

国民保護事業について、国、県及び他の地方公共団体、その他
の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な
措置を迅速、効率的に実施できる体制の構築をめざす。

川西市国民保護計画に基づき、各関係機関と情報の共有を図
り、武力攻撃事態等の発生時の連絡体制等を構築していく必要
がある。

国民保護事案に対する早期の情報伝達のシステム化を図る。

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

　 火災、救助、その他災害時における消防活動を迅速かつ円滑に行うために、資器材の整備や各種調査等を実施すると

 ともに、消防用無線設備の整備等を行い、適正な消防体制を保持する。

　 災害現場において、迅速な現場活動を展開するために、訓練を実施するとともに検証を行い、隊員個々の能力向上を

 図るとともに、催し等の各種行事に対する消防警備を行い災害防止を図る。

　 各種災害に対応するために必要な車両及び機械器具を計画的に整備または配備することにより、消防力の維持、強化

を図る。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 消防自動車１７台　救急自動車５台　その他の車両（単車含む）１６台

（３）概要

消防設備維持管理事業 細事業事業費 50,241

細事業事業費 1,237

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 消防自動車・救急自動車等

<細事業３>

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（３）概要

<細事業２> 消防警備・訓練事業

参考
職員数（人） 88

再任用職員数（人） 4 3 1

<細事業１> 火災救助出動事業 細事業事業費 397,254

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 消防職員

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市民

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） １４５名

（３）概要

△ 52 地方債 321,000

87 1 特定財源（その他）

0

0

62,203

321,000

公債費 112,556 45,375 67,181 特定財源（都市計画税）

職員人件費 808,568
内
　
訳

事業費 448,732 40,372

808,620

408,360 国県支出金 62,203

総 事 業 費 1,369,856 894,367 475,489

比較

一般財源 986,653 894,367 92,286

施策目標 ０２　行政の防災力を高めます。

消防活動の充実及び強化

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度

所管部・課 消防本部　 消防課 作成者 課長　矢内　光彦

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業別行政サービス成果表

事業名 消防活動事業 決算書頁 368
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５．事業の成果

・消防救急デジタル無線設備の整備が完了し、アナログからデジタル無線へ切り替え本運用を開始した。

・高規格救急自動車１台を更新し、緊急消防援助隊への切り替え登録を実施した。

・各種消防訓練を計画的に実施した。特に多数傷病者発生時の対応を危惧し、組織全体での集団災害訓練を

  実施した。

・既存消防自動車及び救急自動車等、並びに資器材の点検整備を継続的に実施した。

消防救急デジタル無線設備のイメージ

消防訓練の状況 救助訓練の状況

更新した高規格救急自動車（３号車）

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

自己評価

評価者
担当部長

A
効率性の視点から 有効性の視点から

平成２８年５月に使用期限となる消防救急アナログ無線を消防
救急デジタル無線設備へ切り替え、県内でも政令市に次ぐ早期対
応は市民への安全安心に寄与できたと評価している。

また、更新した高規格救急自動車についても、救急救命士の処
置拡大に対応できる資器材や心肺機能停止傷病者への適切な
処置が施せる資器材を装備し、緊急消防援助隊の登録車両とし
て災害派遣地での有意な活動が期待できる。

一方、災害は複雑多様化しており、今後も保有資器材を有効に
活用すること、各種訓練や検証を通じて組織的に知識及び技術を
伝承していくことが必要になる。

災害の種別や事象内容は、ますます複雑多様化しており、限ら
れた人員や資器材を活用して迅速かつ最も合理的な方法で被害
軽減を図っていく。そのためには、実災害や複数の実訓練等を経
験値として活用し、個人のスキル向上と隊員間の連携強化、また
保有する車両や資器材を常時適切に維持管理し、有事の際に備
えておく。

これに加え、大規模災害では自治体消防単独の消防力では十
分に対応できないため、隣接市町等と広域的な対応ができるよ
う、検討、調整を進める。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

妥当性の視点から

消防自動車等更新状況（台）  （年度）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

0 1 1 0 0

0 1 0 0 1

消防自動車

救急自動車

警備・訓練実施回数（回）    （年）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

887 861 948 993 970

火災・救助・その他出場件数（件）    （年）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

42 44 41 39 46

62 64 55 88 114

457 458 408 439 485

(291) (288) (275) (307) (312)

その他
(うち救急支援)

火災

救助

-406-



１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

  　救急出動体制の強化を図るとともに、救急隊員の知識向上及び技術のスキルアップを図るため、選任救急救命士に対し

 ては、生涯教育となる研修に参加させる。また、年次計画に基づき、新規救急救命士、気管挿管認定救急救命士の養成を

 図り、さらに気管挿管救急救命士にあっては、特定行為対象範囲拡大のための養成を図る。

　　また、救急活動に必要とする資器材や消耗品等については、十分に精査し、更新または配備を行う。

 

 　救命効果を向上させるために、市民を対象とした普通救命講習会への参加について啓発する。

 　また、出前講座による救急講習を広く展開し、ＡＥＤを用いた心肺蘇生法の必要性を市民に理解していただき、普通

救命講習会への参加を促す。

　救急医療週間行事の一環としてイベントを開催し、これを機会として市民と行政との接点を深め、応急手当の必要性

を訴える。

　応急手当普及啓発に必要とする資器材や消耗品については、十分に精査し更新又は配備を行う。

分　野 施　策

消防本部　消防課 作成者

０４　快適安全

所管部・課

２３年度

課長　矢内　光彦

比較

０４　消防・防災

比較

迅速で的確な救急現場活動及び救命効果の向上

財源 ２４年度 ２３年度

△ 4,462

事業別行政サービス成果表

事業名 救急活動事業 決算書頁 368

事業コスト ２４年度

０２　行政の防災力を高めます。施策目標

総 事 業 費 358,338 362,800 △ 4,462一般財源 358,338 362,800

0

342,836 348,384

1,091 国県支出金

△ 5,548

△ 5

13,391 0

地方債 0

特定財源（都市計画税）

内
　
訳

事業費

公債費

職員人件費

12,300

2,111 2,116

0
参考

職員数（人） 38 38 0 特定財源（その他）

再任用職員数（人） 0

<細事業１> 細事業事業費 12,619救急出動事業

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市民

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

〈細事業２〉 細事業事業費

市民

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地）

（３）概要

（３）概要

772応急手当普及啓発事業
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５．事業の成果

・新規救急救命士を養成。（救急救命士選考試験により決定した救急隊員１名を県救急救命士養成所へ派遣）

・国家資格取得救急救命士を選任救急救命士として位置付け。（選任救急救命士として就業する前に１０回の病院臨床

研修を実施。）

・気管挿管認定救命士の養成。（選任救急救命士のうち、２名を選考して、より高度な気道確保のための病院臨床実習

を実施。（入院患者への説明と同意に基づく、３０成功例））

・ビデオ硬性挿管用喉頭鏡の使用ができる気管挿管認定救急救命士の養成。（気管挿管救急救命士のうち、３名を選

考して、講習及び病院臨床実習を実施。）

・選任救急救命士に対して病院実習を実施。（計２２名に対し、基本６４時間／年の病院臨床実習を実施。）

・ビデオ硬性挿管用喉頭鏡２台を配備。

・普通救命講習会の種別を拡充し対応。

（成人に対する心肺蘇生３時間講習・成人に対する心肺蘇生４時間講習・小児に対する心肺蘇生３時間講習・入門コース

受講者への２時間実技コース）。

・救急医療週間行事としてイベントを開催。（ＱＱひろばを開催し、市民とのふれあいの場を提供。）

イベント：ＱＱひろばのようす

救命講習会のようす

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

年次計画に基づき、救急救命士等の養成を図ることと併行し
て、現行救急救命士のスキル向上のための病院実習等や隊員間
の連携訓練及び再検証を実施した。
　救命講習会については、受講者数が低迷しており、さらなる工夫
を加え、市民への受講啓発をしていく必要がある。
また、救急需要は本市及び全国的にも増加傾向にあり、市民と
協働で救急車の適正利用について考える時期にある。

救急救命士制度開始後、２０年が経過した。プレホスピタルへの
市民ニーズは増すものの、救急需要の増大や受け入れ先医療機
関の諸問題等、救急業務に対する課題は多くある。
今後も計画的に隊員の補強、必要資器材の整備等を進めていく
ことに併行し、市民に対して適正利用や尊い命を救うための応急
処置の必要性について一層の理解を求めていく。
また、次年度には応急手当の普及方法に関し、１回の講習会で
できる限り多くの方が参加できる新たなシステムを計画し、受講者
のみならず、受講者自身が周囲者へ普及する講習会を実践す
る。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

有効性の視点から効率性の視点から妥当性の視点から

自己評価

評価者
担当部長

A
9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

救命講習等受講者数（人）  （年度）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 総累計

653 503 519 359 467 8,344

2152 1705 1895 924 929 12,799

普通救命講習会

出前講座

救急出場件数（件）    （年）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

6,458 6,5836,728 7,3497,562
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

　消防水利の不足している地域を重点に新たな消火栓を設置するとともに、既存消防水利の施設整備及び標識、表示の　

取り付け等維持管理を図る。

課長　矢内　光彦

消防水利の設置及び維持管理

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

△ 1,180

事業別行政サービス成果表

事業名 消防施設整備事業 決算書頁 376

財源

所管部・課 消防本部　消防課 作成者

２４年度 ２３年度 比較

総 事 業 費 21,195 22,369 △ 1,174一般財源 21,159 22,339

△ 572

公債費 2,583 3,039 △ 456

内
　
訳

事業費 9,590 10,162 国県支出金 0

0

職員人件費 9,022 9,168 △ 146地方債 0

特定財源（都市計画税）

1 0 特定財源（その他）

0

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 消火栓及び防火水槽

参考
36 30 6

再任用職員数（人）

職員数（人） 1

<細事業１> 消防施設整備事業 細事業事業費 9,590

施策目標 ０２　行政の防災力を高めます。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 公設消火栓２,１７２基　　公設防火水槽３８１基

（３）概要
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５．事業の成果

・消防水利の不足している地域へ消火栓８基を設置（改良含む）した。

・既存の消火栓及び防火水槽の維持管理（公設防火水槽６ヶ所）を実施した。

新設消火栓の設置

防火水槽の維持管理

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

既存の消防水利を常時使用可能な状態に維持管理する中で、
特に年数を経過しているものについては、管理上留意しなければ
ならない。
また、消防水利の不足している地域への消防水利の設置等を

年次的に計画していく必要がある。

消防水利の不足している地域に対しては、関係部局と調整し、
計画的に消火栓を設置するとともに、既存の消防水利に対して
は、常時使用可能な状態となるよう維持管理を継続していく。
なお、消防水利の設置に際しては、消火栓に偏ることなく防火

水槽も含めて設置していく必要があるが、用地の確保や設置費の
確保が容易でないことも事実である。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

消防水利不足地域への消火栓設置数  （年度）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

3 12 12 10 8

967 2,0421,6381,574 1,052

設置消火栓

負担額（千円）

防火水槽修繕数(箇所)  （年度）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

10 7 3 8 6
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

総務部　危機管理室 作成者 主幹　岡本　勝

洪水等に際し、水害を警戒、防御し、これらの災害による被害を軽減することにより、公共の安全を保持する

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

3,002

比較

公債費

事業別行政サービス成果表

事業名 水防事業 決算書頁 378

財源

所管部・課

２３年度

16,129 2,571

国県支出金 0

２４年度

地方債 7,584

総 事 業 費 26,386 16,231 10,155一般財源 18,700

8,434 5,432

職員人件費 9,022 9,168 △ 146

　　　風水害発生に際し、被害の軽減を図り、公共の安全を保持するため、気象情報の収集や市民への災害情報の配信、
   水防体制の構築を行うとともに、市民への水防に対する防災意識の向上に取り組んだ。

　　実施内容
　　・ 防災気象情報等を基に、迅速な水防活動に努めるとともに、水防訓練等を通じて水防活動態勢の整備に努めた。
　　・ 土砂災害警戒区域の指定を受け、市防災マップを全面的にリニューアルし、市内全戸に配布した。
　　・ 土砂災害警戒区域の巡視体制や警戒区域内に位置する災害時要援護者関連施設への情報連絡体制の構築に
       努めた。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（３）概要

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市民及び市域内への通勤、通学者並びに旅行等で市域内に滞在する人等

参考
102 102 0

再任用職員数（人）

<細事業１> 水防事業 細事業事業費 8,434

7,584
内
　
訳

事業費

8,930 1,631 7,299特定財源（都市計画税）

0

施策目標 ０２　行政の防災力を高めます。

職員数（人） 1 1 0 特定財源（その他）

0
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５．事業の成果

水防活動状況（水防の配備態勢）

Ｈ２０ H２１

１１回 　３回

　０回 　２回

  ０回 　０回

地域における訓練状況

Ｈ２０ H２１

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

土砂災害警戒区域の指定を受け、当該地区に位置する要援護
者関連施設について、災害の発生が懸念される場合の情報伝達
体制を構築したことで施設管理者への情報伝達が可能となった。
今後の課題として、市民全体への情報伝達手段が十分ではな

いため、防災行政無線の整備を進める等、情報伝達の多重化を
進める必要がある。

風水害の被害を軽減するためには行政による迅速かつ正確な
災害情報の配信に加え、住民による気象情報の収集と早めの避
難が重要である。
そのため、行政からの情報配信手段の整備として防災行政無

線の整備を計画的に進めていく他、地域住民の防災意識向上に
努めるとともに、迅速な避難体制の構築に向けて地域団体と共に
検討を行っていく必要がある。

9・8点：A
7・6点：B
5～3点：C

１．  防災気象情報システム等の活用による気象情報の把握や、一庫ダム等の関係機関と連携をとりながら、
   台風や集中豪雨の被害を軽減し、市民の生命及び財産を守ることに寄与した。

H２３ H２４

　２回

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

災害時の情報伝達は、複数の手段を講じて行う必要があることから、新たな情報伝達手段を
検討し、より正確かつ迅速に情報伝達が行えるよう検討する必要がある。

H２２

　５回

　０回

　０回

　３回   １１回  

　５回 　０回

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

第 ２ 号 配 備 　０回 　０回

図 上 訓 練  ２回　

５回　 ４回　

１回　５回　

H２３ H２４

学 習 会 ８回　

　２回 　１回

警戒配備準備体制

H２２

２．  風水害での被害が想定される地区について、学習会や図上訓練を実施し、地域住民とともに災害時の連絡
   体制や災害時要援護者支援体制等の検討を行った。

警 戒 配 備

第 １ 号 配 備
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

　　

特定財源（都市計画税）

△ 12,338

公債費 0

内
　
訳

事業費 13,125 25,463 国県支出金 40 1,748 △ 1,708

一般財源

事業別行政サービス成果表

事業名 災害対策事業 決算書頁 380

43,751 44,096 △ 345総 事 業 費 49,213 52,967 △ 3,754

主幹　岡本　勝

地域防災計画を整備し、防災活動を総合的、かつ計画的に実施することにより、災害の被害を軽減する

２４年度 ２３年度 比較財源

所管部・課 総務部　危機管理室 作成者

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

0

職員人件費 36,088 27,504 8,584 地方債 3,100 3,100

3 1 特定財源（その他）

0

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市民及び市域内への通勤、通学者並びに旅行等で市域内に滞在する人等

参考
2,322 7,123 △ 4,801

再任用職員数（人）

職員数（人） 4

<細事業１> 災害対策事業 細事業事業費 13,125

施策目標 ０２　行政の防災力を高めます。

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（３）概要

　　大規模災害に備え、備蓄食料や備蓄資機材を計画的に整備するとともに、災害発生時に的確な対応ができるよ
う、地域防災計画を修正した。また、関係機関の協力を得て市防災訓練を行うとともに、災害発生時、市民への迅速
な情報伝達手段として整備する防災行政無線の調査設計を行った。
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５．事業の成果

　・ 地震や風水害等の災害から市民の生命と財産を守るため、地域防災計画に基づき防災体制を整備するとともに、

　 関係機関の協力を得て市防災訓練を実施し防災活動の充実に努めた。

　・ 東日本大震災に伴い、東日本大震災川西市支援対策本部を設置し、昨年度から引続き被災地（香取市、女川町、

　南三陸町）へ職員を派遣した。

　・災害発生時の情報伝達手段として整備する防災行政無線の調査設計を行った。

非常用食糧の備蓄状況

  アルファー米等 　23,670食 　26,010食 　23,848食 　27,950食   24,850食

  飲料水(500ｍｌ)     2,560本 1,960本   960本 1,560本 1,608本

備蓄用毛布・トイレ備蓄状況

 備 蓄 用 毛 布     5,017枚 5,247枚 4,365枚 5,132枚 5,302枚

 備 蓄 用 ト イ レ 　４基 　６基 　７基 　８基 １５基

※平成２０年度については1基寄贈

災害時要援護者支援体制づくり（全１４地区）

　体 制 づ く り １１地区 １２地区 １２地区 １３地区 １４地区

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

地域防災計画に基づき、備蓄食料や備蓄資機材を計画的に整
備するとともに、災害応援協定の拡充や防災体制の構築を進め
た。

行政の防災力を高めるためには、防災担当職員のみならず、全
職員が一丸となり防災意識の向上に取り組む必要がある。

東日本大震災を踏まえ、国・県が地震被害想定を見直したこと
により、地域防災計画を大幅に修正する必要がある。被害想定に
基づき備蓄食料や備蓄資機材をより充実させるとともに、災害応
援協定の拡充を行うなど、防災体制の強化を進める。また、災害
発生等の緊急時に行政機能を確立するためにの、事業継続計画
（ＢＰＣ）を策定する必要がある。

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２４Ｈ２３Ｈ２２

Ｈ２０ Ｈ２４Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２１

東日本大震災を踏まえ、国・県が地震被害想定等を見直したことに伴い、地域防災計画の修
正等、防災体制の整備を図る必要がある。

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

・一庫（市負担金）

７０，０００×２/１０＝１４，０００千円

施工延長：５９ｍ　　吹付法枠工（□300×300）：１１１５ｍ　　植生基材吹付工：５８０㎡　　落石防止柵：９０ｍ

・東畦野山手（市負担金）

　 　３３，０００×１/１０＝　３，３００千円

施工延長：６４ｍ　　吹付法枠工（□300×300）：６９６ｍ　　植生基材吹付工：４２０㎡　　Ｕ型側溝：１４ｍ

東畦野山手 一庫

急傾斜地崩壊のおそれがある土地を急傾斜地崩壊危険区域に指定し、対策工法を実施し安全を図る

２４年度 ２３年度

所管部・課 都市整備部  道路整備課 作成者 参事　西田　茂治

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０４　消防・防災

事業別行政サービス成果表

事業名 急傾斜地対策事業 決算書頁 324

比較

総 事 業 費 17,300 35,000 △ 17,700 一般財源 1,800 3,500 △ 1,700

財源

△ 17,700

公債費 0

内
　
訳

事業費 17,300 35,000 0

31,500 △ 16,000地方債 15,500

国県支出金

職員人件費 0

特定財源（都市計画税） 0

0 特定財源（その他）

0

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 川西市一庫２丁目・東畦野山手１丁目地内

参考
0

再任用職員数（人）

職員数（人）

<細事業１> 急傾斜地対策事業 細事業事業費 17,300

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） 施工箇所：２箇所　　施工総延長：１２３ｍ

（３）概要

施策目標 ０３　まちの防災力を高めます。

８６ ．４

８５．８

８５． ８

１
４
０

向
山

ト
ン
ネ

ル

１３０ ．８

１８ ２．１

１１９ ．６

１ ００

前
川

大
橋

１
３
０

１２ ２．２

１２５ ．０

１２ ０．２

１ ２６．３

一 庫 二丁目

１１２ ．７

１１８ ．５

１０４ ．６

１ ０７．４

１
３
０

城山

１
４
０

１ １７．８

８７ ．０

８３ ．４

１
２０

１３０ ．６

１２９ ．７

１２ ９．４

一
庫
大
橋

８ ２．２

１２１ ．５

８９． ６

１０ ８．２

１００

８０． ４

８６． ２

１
０
０

１１３ ．０

一 庫大路次川

工 事 箇所
国
道
１
７
３
号

１１３．３

１２８．７

３
１２５．０

１２２．０

１０９．８

１０９．８１３０

４
１４７．９

１１５．７

１
１
０

１３７．３

１１３．３

１２８．７

３

３

１２３．８

１２５．０

１２２．０

１０９．８

１０９．８１３０

４

１１７．４

１４７．９

１１５．７
１０４．７

３

１０１．３

１
１
０

１２４．４

１３７．３

１１３．３

１２８．７

３

３

１２３．８

１２５．０

１２２．０

１０９．８

１０９．８１３０

１
０
０

４

１１７．４

１４７．９

１１５．７

９８．１

１０４．７

能
勢

電
鉄

妙
見

線

３

国
道
１

７
３

号

１０１．３

１
１
０

１２４．４

１３３．８

１３７．３

３ ８６．６

８９．１

８４．８

４

１０９．０

１００．３

９０．０

９３．４

一 の 鳥 居駅

１１０

１
３

０

１２０

１４１．７

１１２．３

１０１．５

１４０

１２９．８

１１８．３

１３９．７１３９．７

１
４
０

１３２．４
１ ３０

１３９．７

１
４
０

東畦野山手１丁目

１３２．４
１ ３０

１２７．８

１１８．２

１３１

１２７

１ ５０

１３０．４

工 事箇所
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５．事業の成果

・東畦野山手は平成２２年度より、また、一庫については平成２３年度より工事着手

東畦野山手 一庫

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

効率性の視点から 有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から

東畦野山手地区及び一庫地区についてはH25年度に工事が完
了する予定であり、次の実施予定である萩原地区についても早期
着工、早期完成を兵庫県に要望すると共に、未改修の危険個所
について、対策工事が実施できるよう兵庫県に要望する。

以前から要望している萩原地区を含め、地元から対策工事の要
望がある箇所については、急傾斜地の区域指定及び工事着手を
早期に実施されるよう兵庫県に要望する。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

①

②

③ 相談体制：消費生活相談員　４人　（嘱託職員　３人　　　委託契約による相談員　１人）

４人体制：週１日　　　３人体制：週３日　　　２人体制：週１日

④

１）弁護士相談業務委託……解決困難な相談事案に関し、相談員が弁護士に法律相談をし、的確かつ迅速な

                                    対応に努めた。

２）消費生活相談業務委託……相談体制の増強を図るため、委託契約により１人増員した。

３）研修への参加……国民生活センター等が実施する研修へ参加し、相談員のレベルアップを図った。

４）書籍の購入……複雑化・高度化する消費者トラブルに対応するため、相談業務に必要な書籍を購入した。

12,028 11,846 182

9,022 9,168 △ 146 地方債

課長　小倉　光

消費者と事業者の間に生じた苦情処理・紛争解決の促進

内
　
訳

事業費

公債費 0

国県支出金

職員人件費

比較 財源

所管部・課 市民生活部　生活相談課 作成者

40

施策目標 ０１　消費者のトラブルを防ぎます。

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０５　生活安全

事業コスト ２４年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度 比較

総 事 業 費 21,050 21,014 36 一般財源 18,749 18,709

事業別行政サービス成果表

事業名 消費生活相談事業 決算書頁 302

△ 4

0

特定財源（都市計画税） 0

2,301

1 0 特定財源（その他）

2,305

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

0
参考

0

再任用職員数（人）

職員数（人） 1

（３）概要

<細事業１> 消費生活相談事業 細事業事業費 12,028

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市民

消費生活における苦情・問合せ・要望に対して、個々の相談事項を解決するとともに、相談処理によって問題点を明らかに
し、商品、サービスの品質や取引方法等を改善させたり、一般消費者に情報提供することによって、被害の拡大防止や未
然防止を図る。

国の消費生活相談体制等の強化策によって、県が設置した消費者行政活性化事業基金を財源とし、消費生活センターの
機能強化を図った。

国の「多重債務問題改善プログラム」に基づき、消費生活センターを多重債務者相談窓口として位置づけ、対応の充実と
周知に努めた。
  （平成２４年度　相談件数：２,０６０件　うち多重債務に関する相談件数：１１４件）
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５．事業の成果

相談処理件数 （件）

（件）

*上記の金融・保険サービスのうち、多重債務相談件数 （件）

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

平成２４年度相談内容のうち多く寄せられた上位１０分類

240 212 156 111 114

消費生活相談員（４人）が複雑多岐にわたる相談に対し、助言、斡旋解決、情報提供、他機関紹介を行い、消費者被害の救
済、未然防止、拡大防止に努めた。

（成果）
相談件数における解決率は、前年度に比べて2ポイント低下し

たものの、97.2％と高い解決率を保っており、一定の成果が見ら
れた。
（課題）

各種研修への積極的参加及び自己研鑚により、相談員のさら
なる能力向上が必要である。

消費生活センターの認知度を高めるため、PR活動を工夫する
必要がある。

当該事業は施策目標の達成に不可欠であり、消費者トラブルの
解決や未然防止・拡大防止に大きく寄与しているため、２５年度以
降についても引き続き実施する。

社会経済活動が進展し続ける限り、消費者トラブルは形を変え
て現れるので、それに対応できるように相談員のさらなる能力向
上をめざす。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から 有効性の視点から

複雑化する社会において、新たな悪質商法等の相談に専門的知見に基づいて迅速かつ適切
に処理できるよう、相談員の資質・能力の向上に引き続き努める必要がある。

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

分類 24年度 23年度 前年度比較 相談の主な内容

1 運輸・通信サービス 362 351 11 ワンクリック請求　架空請求メール　出会い系サイト　光ファイバー　携帯電話サービス

2 金融・保険サービス 271 315 △ 44 多重債務　怪しい社債　未公開株等の２次被害　生命保険　ファンド型投資商品

3 教養娯楽品 123 128 △ 5 新聞　携帯電話　パソコン　ペット　学習教材

4 保健・福祉サービス 118 108 10 還付金詐欺　医療　エステティックサービス　給排水管清掃サービス

5 土地・建物・設備 116 98 18 リフォーム工事　賃貸住宅　投資用マンション　電気温水器　太陽光発電システム

6 他の役務 107 80 27 冠婚葬祭互助会　原野商法２次被害　耐震診断サービス　結婚相手紹介サービス

7 商品一般 97 120 △ 23 インターネット通販　訪問買い取り　クレジットカード　マルチ商法

8 工事・建築・加工 90 102 △ 12 リフォーム工事　外壁塗装　屋根工事　水漏れ修理サービス

8 住居品 90 84 6 浄水器　布団　消火器　住宅用火災警報器

10 食料品 89 74 15 健康食品　カニの送り付け商法　食品のカビ等、異物混入

受付総件数(C＋D)

処理件数合計(A＋B)

(E) 2,157 2,190

(C)

継続件数(E－C)

解決率(％)

176

5325 58

161

斡旋不調等件数 (B) 21

2,003

2,180 1,940

1,919

2,012

99.2

72

97.0

助言（自主交渉）

斡旋解決

その他情報提供

1,633

40 65

1,473 1,547

(A) 2,095 2,115

191

110 208

134 249

16

1,968

35

98.9

処　理　結　果 ２０年度 ２１年度 ２２年度

212

２３年度

(A/C) 98.1

1,824

(D) 22 10

他機関紹介

解決件数合計

2,135

27

1,9831,952

解
決
方
法

57

2,040

97.2

20

2,060

２４年度

1,552

194

160

77
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

①講演会・講座の実施

・消費者月間記念講演会（５月）・・・川西市生活学校連合会と共催で開催。

・夏休みくらしの親子講座（７月）・・・小学１・２年生の親子を対象に、金銭教育をテーマに開催。

・くらしの講座（３回）・・・「健康で明るい生活をサポート！」をテーマに、食品表示や年金、相続など

生活に密着した問題を取り上げて講座を開催。

②出前講座の実施

５歳児（幼稚園・保育所）・小学５、６年生・中学生・自治会・老人会等

（講師：ＮＰＯ法人Ｃ・キッズ・ネットワーク/消費者啓発グループ「てくてく」/市消費生活相談員）

③消費者啓発記事の掲載

・広報かわにしに、毎号「消費生活センターだより」コーナーを設け、タイムリーな消費者問題を取り上げる。

・特に、被害が多い問題については市ホームページにおいても掲載し注意喚起を行う。

④消費者団体等への支援

⑤ 消費者行政活性化事業補助金の活用

国の消費生活相談体制等の強化策によって県が設置した消費者行政活性化事業基金を財源とし、

消費者啓発の充実強化に努めた。

　

　

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０５　生活安全

事業別行政サービス成果表

事業名 消費者啓発事業 決算書頁 304

施策目標 ０１　消費者のトラブルを防ぎます。

所管部・課 市民生活部　生活相談課 作成者 課長　小倉　光

消費者啓発活動・消費者教育の推進

事業コスト ２４年度 ２３年度 比較 財源 ２４年度 ２３年度 比較

一般財源 9,799

△ 41

職員人件費 9,022 9,168 △ 146 地方債

総 事 業 費 12,398 14,080 △ 1,682 11,440 △ 1,641

内
　
訳

事業費 3,376 4,912 △ 1,536 国県支出金 2,599 2,640

0

再任用職員数（人） 0

公債費 0 特定財源（都市計画税）

0

0

参考
職員数（人） 1 1 0 特定財源（その他）

（３）概要

生活学校連合会・生活学校単位校・生活クリエーターＯＢ会「すまいる」・消費者啓発グループ「てくてく」

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

<細事業１> 消費者啓発事業 細事業事業費 3,376

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市民
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５．事業の成果

①講演会・講座の実施

②出前講座の実施

情報の届きにくい高齢者を支援する立場の人、社会経験の乏しい幼児・小・中学生に力点を置き、積極的な啓発に努めた。

③補助金の交付等による消費者団体・グループの育成

　 石けん啓発、食の安全・安心、川西エコのつどい、出前講座などの活動を支援した。

④消費者行政活性化事業補助金を活用した事業（２４年度）

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

・高齢者団体や学校と連携を図り、より多くの人に講座を受けていただくための工夫が必要である。

・若年者に対する消費者教育を充実させていく必要がある。

自己評価

評価者
担当部長

B
妥当性の視点から 効率性の視点から

（成果）
前年度に比べ、出前講座の受講者は約380人増え、２３年度以

降２年連続で増加していることから、消費者トラブルの未然防止に
大きく寄与していると考えている。
（課題）

あらゆる年代層の消費者に対し、効果的で効率的な消費者教
育、啓発活動が必要であるが、特に消費者被害に遭いやすい高
齢者や若年者に対する教育、啓発を行うことが重要である。

効果的で効率的な消費者教育、啓発活動を進めるため、広報誌
や市のホームページの活用、また、地域や学校への出前講座に
力点を置き、各年代層に適した啓発を実施していく必要がある。

そのために、地域、福祉団体、学校等と連携して事業を推進して
いく。

相談員 てくてく等 計 相談員

4 45

てくてく等 計

回数（回） 9 45 54

498 1,835

49 4 29

小学生低学年から高齢者まで幅広い年齢層を対象に、自立した消費者を目指して多様なジャンルのテーマを設定し実施した。

項　　目 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

46

参加人数（人）

計

167

項　　目
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

2,101

てくてく等

33 9 37

相談員 てくてく等 計 相談員

195 167 147 148

1,945

回数（回） 5 5 5 5 6

参加人数（人）

269 2,080 2,349 156

項　　目 消費者啓発講師養成講座
消費生活センターＰＲ用

マグネットシートの作製・配付
消費生活センターＰＲ用
自治会回覧板の作製

2,333 441 2,275 2,716

500部

項　　目
啓発パンフレット作製

（高校１年生・中学１年生配付用）
国民生活センター発行
「くらしの豆知識」購入

部数等 2回 66,600部

部数等 2,700部 100部
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

〈計量法に基づく商品量目立入検査〉

市民の経済生活に直接影響を及ぼす商品取引において正量取引を確保するために、小売店舗等に立入り、法で

定める特定商品（特に正確に計量すべき消費生活の関連商品を特定商品と定めている）の内容量の検査を行う。

〈消費生活用製品安全法・電気用品安全法・ガス事業法に基づく表示の立入検査〉

規制対象商品（乳幼児用ベッド、洗濯機、ガス瞬間湯沸器等々）について、法律で定める表示（安全マーク等）が

貼付されているか等の検査を行う。

〈家庭用品品質表示法に基づく立入検査〉

一般消費者が通常生活に使用する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品について、

品質や表示者名、連絡先等の表示の有無の検査を行う。

２３年度 比較 財源

0

0

0

参考
0

職員数（人）

細事業事業費 119

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 各法令によって立入検査の対象と定められた店舗

0

特定財源（都市計画税） 0

地方債

国県支出金 102 121 △ 19△ 2

公債費

職員人件費
内
　
訳

事業費 119 121

市民生活部　生活相談課 作成者 課長　小倉　光

消費者の利益の保護を目的に商品の適正な計量及び品質や取扱の適正表示についての立入検査

17

施策目標 ０１　消費者のトラブルを防ぎます。

分　野 ０４　快適安全 施　策 ０５　生活安全

事業コスト ２４年度

所管部・課

２４年度 ２３年度 比較

総 事 業 費 119 121 △ 2 一般財源 17

事業別行政サービス成果表

事業名 計量・表示適正化推進事業 決算書頁 304

<細事業１> 計量・表示適正化推進事業

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等） ２２店舗

（３）概要

0

再任用職員数（人）

特定財源（その他）

-421-



５．事業の成果

特定商品の計量、電気用品・ガス用品・家庭用品・消費生活用製品表示の立入検査を行い、計量・表示の適正化について

口頭指導を行った。文書指導や勧告書の対象となる違反はなかった。

立入検査店舗数

＊１ 検査対象は、食肉類、魚介類、野菜、惣菜等の食品

＊２ 検査対象は、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品で、そのうち消費者が購入の際、

品質を識別することが困難なもの

＊３ 検査対象は、乳幼児用ベッド、乗車用ヘルメット、石油ストーブ、ガス瞬間湯沸器等、生命または身体に対して

特に危害を及ぼすおそれが多い製品で、政令で定めるもの

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

1 1

　　　　電気用品表示

＊３　消費生活用製品表示

２１年度

　　　　ガス用品表示 1 1

有効性の視点から

9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

消費者利益の保護に不可欠な事業である。立入検査の対象や
方法等については法令で決められており、それに従って継続して
実施していく。

当該事業は消費者利益の保護に間接的ではあるが、有効であ
る。立入検査は抽出検査であるため、市内店舗を数年で網羅でき
るよう計画的に進めていく。

立入検査の実施件数はあらかじめ指定されているが、店舗選定においては、効率よく巡回で
きるよう、また、市内店舗を網羅できるよう計画的に進める必要がある。

自己評価

評価者
担当部長

A
妥当性の視点から 効率性の視点から

2 2 2

3

2

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

3 3 3 3

＊２　家庭用品品質表示 2

5 5

11

5 5

２０年度

1

２２年度 ２３年度

＊１　特定商品の計量 11 11 11

２４年度

11

5
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１．事業名等

２．事業の目的

３．コスト情報 （単位:千円）

４．事業目的達成のための手段 （単位:千円）

自衛官募集事業

（３）概要

（３）概要

市民

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地）

26

<細事業１> 細事業事業費 6,196生活安全事業

（１）対象者（建設事業の場合は施設名及び所在地） 市民

（２）対象者数（建設事業の場合は面積・延長等）

〈細事業２〉 細事業事業費

　「安全で住みよいまちづくり」をめざした活動情報の共有・交換等を行うため、生活安全推進連絡協議会を開催し、各地域に
おける生活安全活動にかかる課題や、消防活動の状況、犯罪等の概況について意見交換などを行った。
　また、犯罪抑止と街頭での被害者保護を目的として、「こどもをまもる１１０番のくるま」事業や、青色回転灯車による地域の
防犯パトロール活動を支援するとともに、災害情報を発信する「かわにし安心ネット」のシステムを活用し、犯罪情報を登録者
に向けて発信した。地域安全活動の推進を目的に川西防犯協会の活動についても支援を行った。
　さらに、暴力団による不当な影響の排除を推進するとともに、安全安心な市民生活を確保するため、「川西市暴力団排除に
関する条例」を施行し、警察など関係機関と連携を深めながら、啓発パンフレットを配付するなど暴力団追放への市民意識の
高揚を図った。

0
参考

職員数（人） 1 1 0 特定財源（その他） 2 2

再任用職員数（人） 0

7,783

特定財源（都市計画税） 0

9,022 9,168

△ 1,561 国県支出金 26 25

△ 146

0

6,222 1

地方債 0
内
　
訳

事業費

公債費

職員人件費

一般財源 15,216 16,924 △ 1,708総 事 業 費 15,244 16,951 △ 1,707

分　野 施　策

市民生活部　生活相談課
総務部　危機管理室

作成者

０４　快適安全

所管部・課

０２　犯罪を減らします。施策目標

２３年度

課長　小倉　光
主幹　岡本　勝

比較

０５　生活安全

比較

生活安全活動を推進することにより、安全で安心な住みよいまちづくりに資する

財源 ２４年度 ２３年度

事業別行政サービス成果表

事業名 生活安全事業 決算書頁 144

事業コスト ２４年度

　自衛官募集事務は自衛隊法９７条第１項（都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集事務
に関する事務の一部を行う）及び自衛隊法施行令第１１４条から１２０条までの規定（応募資格の審査、募集に関する事務、広
報、宣伝又は資料の提出等）により、都道府県又は市町村が処理することとされている法定受託事務である。
　本市では、川西自衛隊募集連絡協議会が自衛官の募集を行っており、同連絡協議会の事務局を担っている。
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５．事業の成果

３　青色回転灯(パトロール)車の登録台数

４　「かわにし安心ネット」登録者数

６．事業の評価（この評価は、各細事業の個別課題を抽出して行ったものです。）

適正である(3点) 適正である(3点) 適正である(3点)

検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点) 検討余地あり(2点)

改善すべき(1点) 改善すべき(1点) 改善すべき(1点)

【「検討余地あり」・「改善すべき」と評価した点】

７．担当部長が考える今後の方向性、見通し等 拡充 継続 縮小

有効性の視点から効率性の視点から妥当性の視点から

自己評価

評価者
担当部長

Ｈ２４

市役所車輌 170

生活安全推進連絡協議会を通じて、各コミュニティや防犯協会等の各種団体・機関と情報交
換を行うことにより、連携を強化していく必要がある。

(人)

B
9・8点：A
7・6点：B

5～3点：C

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

　当該年度の事業全体の成果や課題について
第5次総合計画実現に向け、翌年度以降における具体的な改
善点や見通しについて

１　生活安全推進連絡協議会は、協議会を2回及び専門部会を1回開催した。

170 180 180

２　「こどもをまもる１１０番のくるま」マグネットシート貸与枚数 (枚）

170

　市内１３コミュニティから選出された、地域で主に防犯活動に取り組む方々や防犯協会、交通安全協会、青少年補
導委員会、川西警察など関係団体等で構成され、各地域における生活安全上の課題を協議したり、市内の犯罪状況
や交通安全啓発活動について、選出委員間で様々な情報交換を行っており、地域での「安全・安心なまちづくり」に対
する意識高揚につながっている。

（成果）
防犯協会などとの連携や地域への防犯グッズの貸与など、各

種団体と行政が連携して地域の安全確保に向けた取り組みがで
きた。また、「川西市暴力団排除に関する条例」を平成２４年７月１
日に施行した。
（課題）

地域から出される生活安全活動にかかる課題の解決や地域の
活動状況の情報交換を通して、今後とも地域の安全確保に努め
る必要がある。

生活安全事業については、「地域のことは地域で守る」という考
えのもと、生活安全推進連絡協議会での協議や地域における防
犯活動の情報交換が重要であることから、警察をはじめ、地域や
防犯協会等の関係団体・機関とより一層連携が図られるよう努め
ていく。

自衛官募集事業については、川西自衛隊募集連絡協議会の事
務局として適正な運営に努めるものとする。

30 30

郵便局バイク 155 155 155 155 155

郵便局車輌 30 30 30

213 220

合計 504 513 565 578 585

自治会等 149 158 210

自治会 5 6 6

公用車 3 3 3

Ｈ２３ Ｈ２４

(台)

1 1 1

3 3

7 7

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

登録者数 2,829 2,860 3,279 3,767 4,138

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

2

川西防犯協会 1 2 2 2 2

防犯グループ - 1

- - - 2

危機管理室１台、青少年センター２台
大和自治会２台、多田グリーンハイツ自治会２台、清和台
自治会１台、けやき坂自治会１台、矢問自治会１台

商工会
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